
百万円 百万円 ％

　合                   　計 193,918 229,904 118.6

　非　   　 公   　　  共 109,390 129,525 118.4

  公                     共 84,528 100,379 118.8

一 般 公 共 83,415 99,266 119.0

　 72,149 85,859 119.0

　 704 838 119.0

　 10,562 12,569 119.0

災 害 復 旧 1,113 1,113 100.0

（注）

※東日本大震災復旧・復興対策は、水産関係を含め一括して復興庁より要求される。

３．計数は、四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。

平成２７年度水産予算概算要求の概要

 事　　　　　　　　　　　項
平成２６年度
予 　算 　額

平成２７年度
要求・要望額

対前年度比

水産基盤整備

漁  港  海  岸

農山漁村地域整備
交付金（水産関係分）

１．金額は関係ベース。

２．計数整理の結果、異動を生じることがある。



   

 平成２７年度水産予算概算要求のポイント 

総額   ２,２９９億円 （１,９３９億円） 
主要検討課題 

※ 東日本大震災からの水産業の復旧・復興対策については、被災地の復旧・復興等の状況を踏まえ、復興庁が引き続き所要の対策を要求 

１．資源管理の推進 ４９億円［新規］ 
・ 資源管理高度化推進事業 ５億円[新規]      

・ 資源評価精度向上のための次世代型計量魚群探知機の開発事業 ０．５億円［新規］ 

・ 漁業構造改革総合対策事業 ３８億円[新規] （再掲）   

・ 新規漁業就業者総合支援事業 ８億円（６億円）       

７．増養殖対策 １５億円（１３億円） 
・ さけ・ます資源回復推進事業 ３．６億円（２．５億円） 

２．漁業経営安定対策 ４５４億円（３８６億円） 

・ 漁業経営セーフティーネット構築等事業 １００億円（４５億円）（特別対策を１年間延長） 
  うち省エネ機器等導入推進事業 ２０億円［新規］     

・ 漁業収入安定対策事業 ２６７億円（２５２億円）     

３．水産物の加工・流通・輸出対策 ３８億円（１０億円） 

・ 国産水産物流通促進事業 ９億円（８億円）           

・ 水産物輸出倍増環境整備対策事業 ２４億円［新規］ 

４．漁村の活性化・多面的機能発揮対策 ５０億円（４８億円） 
・ 浜の活力再生プラン等支援事業 １．５億円（０．５億円）［拡充］ 

９．水産基盤整備事業＜公共＞ ８５９億円（７２１億円）  

・ 健全な内水面生態系復元等推進事業 ３億円（２億円）                 

・ ウナギ種苗の大量生産システムの実証事業 ３．５億円（２．５億円）       

６．漁船漁業・担い手確保対策 ５０億円（９億円） 

・ 水産多面的機能発揮対策 ３５億円（３５億円）       
・ 離島漁業再生支援交付金 １４億円（１２億円）（第３期対策として要求）       

５．強い水産業づくり交付金 ６０億円（４５億円） 

 

○ 「資源管理のあり方検討会」のとりまとめ
（26年7月1日）に即した資源管理措置の実施 

マサバ（太平洋系群）、スケトウダラ（日本
海北部系群）、太平洋クロマグロ、トラフグ 

○ 生産から加工・販売・輸出段階に至るまで
水産物流通の目詰まり解消に向けた出口戦
略の展開 

○ 水産物の輸出の促進（目標：3,500億円     
 （H32）） 
○ 水産加工施設のEU・HACCP認定促進 

○ 「浜の活力再生プラン」の更なる推進と実行
への支援 

○ 離島漁業再生支援交付金の次期対策の検
討 

○ 燃油高騰等の状況も踏まえた収入・コスト
両面からの経営安定 

○ 漁船漁業の構造改革の推進 

○ 内水面漁業振興法に基づく施策の推進 
○ 有明海や瀬戸内海等の漁場環境の改善 
○ 人工種苗生産の技術開発の促進 

○ ＩＣＪ判決を踏まえた新たな鯨類調査の展開 

捕鯨対策 

資源管理の推進 

加工・流通・輸出の促進 

漁村の活性化 

経営安定・担い手対策 

増養殖対策 

○ 巨大地震や津波等に対する防災・減災力を
強化 

漁港・漁村の防災・減災対策 

・ 包括的な国際資源管理体制構築事業 ４．５億円[新規］      

・ 広域種資源造成型栽培漁業推進事業 １億円[新規］ 

・ 国産水産物安定供給セーフティネット事業 ５億円[新規]     
  うち水産加工業経営改善支援事業 ２億円［新規］ 

・ 鯨類捕獲調査円滑化等対策 １２億円（１１億円）［拡充］ 

・ 南極海生物生態系調査事業 ２億円［新規］ 

８．捕鯨対策 ２１億円（１７億円） 

・ 国際漁業連携強化・操業秩序確立事業のうち 
 鯨類資源等持続的利用国際推進事業 ０．７億円［新規］ 

・ 二枚貝の養殖等を併用した高品質なノリ養殖技術の開発事業 ０．５億円［新規］ 

効果的な資源管理に向け、ＩＱ方式導入の
効果実証等を実施するとともに、漁業者等
が行う資源管理計画の評価・検証、他魚種
転換等の経営多角化等を支援 

資源管理に取り組む漁業者に対する漁業
共済・積立ぷらすの仕組みを活用した収入
安定対策、燃油高騰等に対するコスト対策
を実施 

ＥＵ・ＨＡＣＣＰ等に対応した水産加工・流通
施設の改修、国産原材料を利用する水産
加工業者の経営安定、販売ニーズや産地
情報等の共有化、流通促進のための機器
の整備等を支援 

「浜の活力再生プラン」の策定・着実な実
行、水産業・漁村の多面的機能発揮のた
めの取組、離島における漁業集落による
再生活動を支援（新たに新規漁業就業者
への漁船、漁具等のリースの取組を支援） 

産地における水産業の強化や漁港・漁村
における防災・減災対策の取組を支援 

高性能漁船の導入等による漁船漁業の収
益性向上、漁業への就業前の青年に対す
る給付金の給付、就業・定着促進等のた
めの研修等を支援 

さけ・ますの新たな種苗放流、シラスウナ
ギの大量生産システムの実証化を行うとと
もに、カワウ・外来魚の新たな駆除方法の
開発等を支援 

ＩＣＪ判決を踏まえた新たな調査計画に基づ
く鯨類捕獲調査を円滑かつ効果的に実施
するため、非致死的調査や妨害行為への
対応、国内外の研究機関との連携等を強
化 

流通拠点漁港の衛生管理対策や水産資
源回復対策、老朽化した漁港施設の長寿
命化対策や地震・津波対策を推進 

（関連）水産業の省エネ・低コスト新技術導入加速化事業 ０．６億円[新規]    

  

※ 別途、東日本大震災復旧・復興対策におけるさけ・ます対策 
 ・ 被災海域における種苗放流支援事業のうち採卵用サケ親魚確保緊急対策分 １０．３億円(９．８億円) 

・ 漁業構造改革総合対策事業 ３８億円[新規]  
  

 



　
平成２７年度水産予算概算要求の主要事項

　資源管理の推進   4,905 (　　-　　)

〔ＩＱ方式導入の効果実証、漁業者等が行う資源管理計画の評価・検証
等,他魚種転換等の経営多角化等を支援〕

　漁業経営安定対策  45,394 ( 38,553  )

〔資源管理に取り組む漁業者に対する収入安定対策、燃油高騰等に対する
コスト対策を実施〕

　水産物の加工・流通・輸出対策   3,831 (　1,043  )

〔ＥＵ・ＨＡＣＣＰ等に対応した水産加工・流通施設の改修、国産原材料
を利用する水産加工業者の経営安定等を支援〕

　漁村の活性化・多面的機能発揮対策   5,031 (　4,785　)

〔「浜の活力再生プラン」の策定・着実な実行、水産業・漁村の多面的機
能発揮のための取組、離島における漁業集落の再生活動等を支援〕

　強い水産業づくり交付金   6,000 (　4,500　)
〔水産業の強化のための共同利用施設の整備、漁港・漁村における防災・
減災対策を支援〕

　漁船漁業・担い手確保対策   4,982 (    931  )

〔高性能漁船の導入等による漁船漁業の収益性向上、新規漁業就業者の確
保、担い手の育成等に対する支援〕

　増養殖対策   1,536 (　1,296　)

〔さけ・ますの種苗放流、シラスウナギの大量生産システムの実証化、カ
ワウ・外来魚の被害防止対策や新たな駆除方法の開発等の支援〕

　捕鯨対策   2,050 (  1,722　)

〔ＩＣＪ（国際司法裁判所）判決を踏まえた非致死的調査や妨害行為への
対応強化等〕

　外国漁船の操業対策等  15,768 ( 14,162　)

〔我が国周辺海域における外国漁船の操業増に適切に対応するため、漁業
取締体制等を維持強化〕

　漁業金融・漁協経営対策   1,977 (　1,833　)

〔無利子、無担保・無保証人型の融資及び漁協経営対策の推進〕

　漁場環境保全・技術開発・普及推進   1,570 (　1,626　)

〔トド等有害生物対策、赤潮対策、水産業の省エネ・低コスト新技術の実
証、水産業改良普及事業の実施等〕

　水産基盤整備事業【公共】  85,859 ( 72,149　)
〔流通拠点漁港の衛生管理対策や水産資源回復対策、老朽化した漁港施設
の長寿命化対策や地震・津波対策を推進〕

　 漁港海岸事業【公共】     838 (　  704  )
〔漁業地域における海岸保全施設の整備〕

　漁港関係等災害復旧事業【公共】   1,113 (　1,113　)
〔地震や津波等の被害を受けた漁港、海岸等の災害復旧〕

※参考として、Ｐ３２から、東日本大震災復旧・復興関係を掲載。
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単位：百万円 



資源管理の推進
【４，９０５（－）百万円】

対策のポイント
・我が国におけるＩＱ方式等による資源管理手法の効果について、マサバ太
平洋系群及びスケトウダラ日本海系群を対象に実証試験調査を行います。
・漁業者によるこれまでの資源管理計画の評価に加え、科学的調査等の結果
を踏まえて、より高度かつ効果的な自主的資源管理措置の導入に向けた取
組を支援します。
・他魚種転換等の経営多角化等による漁船漁業の収益性向上の取組を支援し
ます。

＜背景／課題＞
・国民に対する水産物安定供給の確保や水産業の健全な発展の基盤となる水産資源の適
切な管理のためには、漁獲可能量（ＴＡＣ）制度等の公的管理と資源管理計画に基づ
く漁業者の自主的管理を高度化し、両者の連携を確保するとともに、特に資源が低位
又は減少傾向の魚種をより効果的に管理し、資源の維持・回復を実現することが必要
です。

・また、適切な資源管理に不可欠な資源評価の精度向上、資源管理と連携した集中的か
つ効果的な種苗放流を実施する必要があります。

・さらに、資源管理措置に対応した収益性の高い操業体制への転換を図ることが必要で
す。

政策目標
○中位又は高位水準の魚種比率の増大（直近５か年の指標の平均値より増大）
○国際機関による管理対象魚種及び協定数の維持増大（対前年増又は同数）
○我が国周辺水域における重要魚種の資源評価結果を各種資源管理施策等へ
反映（毎年度52魚種・84系統）

＜主な内容＞

１．資源管理高度化推進事業［新規］ ５０２（－）百万円
マサバ太平洋系群及びスケトウダラ日本海北部系群を対象に行うＩＱ方式等によ

る資源管理手法の効果実証、漁業者等が行う資源管理計画の高度化に向けた評価・
検証等を支援します。

資源管理指針等高度化推進事業 ６９（－）百万円

資源管理体制高度化推進事業 ４３３（－）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等、都道府県資源管理協議会

２．包括的な国際資源管理体制構築事業［新規］ ４４５（－）百万円
国際的に厳しく資源管理されているかつお・まぐろ類について、漁獲報告の電子

化等による我が国漁船の漁獲管理、科学データ収集のための体制強化、ＤＮＡ検査
の強化等による輸入水産物の適正化等を包括的に実施します。

委託費

委託先：民間団体等

［平成27年度予算概算要求の概要］
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３．広域種資源造成型栽培漁業推進事業［新規］ １１３（－）百万円
早急に資源回復が必要なトラフグについて、資源管理と連携した集中的な放流を

行うとともに、ヒラメ、マツカワ等について各県が連携して行う適地放流の効果実
証等を支援します。

委託費、補助率：定額、１／２以内

委託先、事業実施主体：民間団体等

４．資源評価精度向上のための次世代型計量魚群探知機の開発事業［新規］
４５（－）百万円

効率的かつ高精度の資源評価手法を確立するため、低周波かつ広帯域の音波を用
いて、魚群量に加え、魚種や魚体長も把握できる次世代型計量魚群探知機を開発し
ます。

委託費

委託先：民間団体等

５．漁業構造改革総合対策事業［新規］ ３，８００（－）百万円
大幅な漁獲可能量（ＴＡＣ）の削減等強度な公的資源管理措置が導入される場合、

漁業経営安定を目指した他魚種転換等の経営多角化等、収益性向上のための取組に
支援をします。

補助率：定額
事業実施主体：特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構

（関連対策）
１．国際資源評価等推進事業 １，１０８（１，１１５）百万円

国際漁業資源の適切な評価のための調査船調査、市場調査、サンプル解析等を実
施します。また、カツオ等については、エルニーニョ現象等、熱帯域の海洋環境の
変動が資源量、回遊経路等に及ぼす影響を調査します。

委託費、補助率：定額、１／２以内

委託先、事業実施主体：民間団体等

２．我が国周辺水域資源評価等推進事業 1，４７０（１，４７０）百万円
我が国周辺水域の主要魚種（ＴＡＣ対象魚種等）について、資源調査・評価等を

実施するとともに、資源評価の精度向上のため海洋環境の変動による水産資源への
影響の調査等を支援します。

委託費、補助率：定額、１／２以内

委託先、事業実施主体：民間団体等

３．広域資源管理強化推進事業 １４０（１５６）百万円
漁獲可能量（ＴＡＣ）制度等を適確に運用するための漁獲情報等の集計・解析及

びデータベースシステムの保守管理、並びに重要な広域資源である太平洋クロマグ
ロ及びベニズワイガニについて漁獲情報等を収集するための体制整備を行います。

委託費

委託先：民間団体等

お問い合わせ先：
１、関連３の事業 水産庁管理課 （０３－３５０２－８４３７）
２、５の事業 水産庁漁業調整課 （０３－６７４４－２３９３）
３の事業 水産庁栽培養殖課 （０３－３５０１－３８４８）
４の事業 水産庁研究指導課 （０３－３５９１－７４１０）
関連１、２の事業 水産庁漁場資源課 （０３－３５０２－８４８６）

［平成27年度予算概算要求の概要］
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に
全
て
の
漁
業
者
が
参
画
す
る
よ
う
促
進
し
て
き
た
と
こ
ろ
。
今
後
も
引
き
続

き
、
広
域
に
分
布
す
る
魚
種
を
中
心
に
、
更
な
る
参
画
促
進
を
図
る
。

 

・
一
方
で
、
既
存
の
計
画
の
効
果
に
つ
い
て
評
価
・
検
証
す
る
と
と
も
に
、
更
な
る
高
度
化
・見
直
し
に
向
け
た
検
討
と
取
組
を
行
い
、
水
産
日
本
の
復

活
に
向
け
て
資
源
管
理
指
針
・
計
画
体
制
の
強
化
を
図
る
。

 

・
ま
た
、
ＩＱ
方
式
を
導
入
し
た
資
源
管
理
措
置
の
実
証
試
験
を
行
い
、
資
源
管
理
指
針
・
計
画
に
反
映
す
る
。

 

資
源
管
理
高
度
化
推
進
事
業

 
【
平
成
２
７
年
度
予
算
概
算
要
求
額
：
 
５
０
２
（
－
）
百
万
円
】
 

・
計
画
等
に
関
す
る
科
学
的
な
評
価
・検
証
結
果

 

・
計
画
等
に
関
す
る
漁
業
者
自
身
に
よ
る
評
価
結
果

 

評
価

 

水
産
日
本
の
復
活
に
向
け
た
資
源
管
理
指
針
・
資
源
管
理
計
画
体
制
の
強
化

 

資
源
管
理
指
針
及
び
資
源
管
理

計
画
等
の
高
度
化
・
見
直
し

 

・
計
画
等
の
改
善
に
向
け
た
検
討

 

検
討

 

ＩＱ
方
式
等
の

 

効
果
検
証

 
マ
サ
バ

 

（
太
平
洋
系
群
）
 

ス
ケ
ト
ウ
ダ
ラ

 

（
日
本
海
北
部
系
群
）
 

計
画
・
実
行

 

・
ＩＱ
方
式

導
入
の

 

可
能
性

 
太
平
洋
ク
ロ
マ
グ
ロ
、
ト
ラ
フ
グ
等

 

・
協
議
会
開
催

 

・
履
行
確
認

 

・
計
画
指
導

 

・
そ
の
他
の
高
度
な
管
理
措
置

 

・
資
源
の
悪
化
が
著
し
い
広
域
魚
種
の

管
理
措
置

 

③
資
源
管
理
計
画
等
の
高
度
化
に
関
す
る
調
査

 

（
２
５
６
（
－
）百
万
円
）
 

②
資
源
管
理
体
制
の
高
度
化
・評
価
・検
証

 

（
２
２
９
（
－
）百
万
円
）
 

 

①
 Ｉ
Ｑ
方
式
実
証
試
験
調
査

 

（
１
７
（
－
）
百
万
円
）
 

事
業
内
容

 

・
 Ｉ
Ｑ
方
式
の
具
体
的
効
果
を
検
証
す
る
科
学

的
調
査
等

 

・
 Ｉ
Ｑ
方
式
の
公
的
導
入
に
係
る
影
響
調
査
等

 

・
 資
源
管
理
協
議
会
の
運
営
、
計
画
作
成
・改
善
指
導
等

 

・
 計
画
等
の
評
価
等
を
行
う
現
地
検
討
会
等
の
開
催
等

 

・
 計
画
等
の
改
善
に
向
け
た
検
討
を
行
う
漁
業
者
協
議
会
等
の
開
催

 

  

・
よ
り
高
度
な
資
源
管
理
計
画
等
を
検
討
す
る
た
め
に

必
要
な
調
査
等

 

・
 計
画
等
の
評
価
・
検
証
を
行
う
調
査
等

 

 

事
業
構
成

 

・
 資
源
管
理
体
制
高
度
化
推
進
事
業
 
４
３
３
（
－
）
百
万
円
 

 
知
事
管
理
漁
業
に
つ
い
て
、
②
・
③
に
取
り
組
む
者
に
対
し
支
援
（
対
象
：
都
道
府
県
資
源
管
理
協
議
会
）

 
 

・
 資
源
管
理
指
針
等
高
度
化
推
進
事
業
 
６
９
（
－
）
百
万
円
 

 
大
臣
管
理
漁
業
な
ど
広
域
資
源
等
を
対
象
と
す
る
漁
業
に
つ
い
て
、
①
・
②
・
③
に
取
り
組
む
者
に
対
し
支
援
（
対
象
：
民
間
団
体
等
）
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・世
界
の
か
つ
お
・ま
ぐ
ろ
資
源
は
、
５
つ
の
地
域
漁
業
管
理
機
関
に
よ
り
厳
し
く
資
源
管
理
。

 

・我
が
国
は
、
責
任
あ
る
漁
業
国
・消

費
国
と
し
て
、
我
が
国
漁
船
の
操
業
管
理
、
科
学
デ
ー
タ
収
集
に
よ
る

 

 
資
源
管
理
措
置
や
、
輸
入
水
産
物
の
適
正
化
を
包
括
的
に
実
施
。

 

包
括
的
な
国
際
資
源
管
理
体
制
構
築
事
業

 
【
平
成

2
7
年
度
予
算
概
算
要
求
額

 ：
 ４
４
５
（
－
）
百
万
円
】
 

委
託
先

 ：
 

 
国

 
⇒

 
民
間
団
体

 

C
C

S
B

T
 

(ﾐ
ﾅ
ﾐﾏ
ｸ
ﾞﾛ

) 

IO
T

C
 

(イ
ン
ド
洋

) 

IA
T

T
C

 

(東
部
太
平
洋

) 

IC
C

A
T

 

(大
西
洋

) 
W

C
P

F
C

 
(中
西
部
太
平
洋

) 

○
 か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
資
源
の
持
続
的
な
利
用
の
た
め
に
は
、
科
学
的
根
拠
に
基
づ
い
た
的
確
な
資
源
管
理
が
重
要

 

○
 毎
年
新
た
に
導
入
さ
れ
る
国
際
規
制
に
合
致
し
た
資
源
管
理
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠

 

科
学
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
乗
船

 

漁
獲
成
績
報
告
書
の
報
告

 

V
M

S
 

１
．
国
際
漁
業
資
源
管
理
事
業

 
２
．
包
括
的
輸
入
管
理
事
業

 

②
 操
業
管
理
・海

外
漁
場
調
査

 
 
分
析
事
業

 
・V

M
S
を
活
用
し
た
日
報
等
漁
獲
情
報

の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
集
計
体
制
を
構
築

 

③
科
学
ｵ
ﾌ
ﾞｻ
ﾞｰ
ﾊ
ﾞｰ
調
査
分
析
事
業

 
・科

学
ｵ
ﾌ
ﾞｻ
ﾞｰ
ﾊ
ﾞｰ
育
成
、
乗
船
、

 
 

 
科
学
情
報
の
収
集
・分

析
 

①
 漁
獲
情
報
包
括
管
理
事
業

 
・漁

獲
成
績
報
告
書
の
集
計
に
よ
る

 
 
我
が
国
漁
獲
割
当
量
の
管
理
体
制
を

構
築

 
・電

子
タ
グ
に
よ
る
流
通
管
理
と
の
連
動

 

○
包
括
的
で
迅
速
か
つ
正
確
な
情
報
収
集
に
よ
る
資
源
管
理
体
制
の
改
善

 
 

 
○
責
任
あ
る
市
場
国
と
し
て
、
輸
入
水
産
物
等
の
適
正
化
を
実
施

 

 ①
 輸
入
ま
ぐ
ろ
類
流
通
管
理
事
業

 
 
・漁

獲
証
明
書
・
統
計
証
明
書
の

 
 

 
政
府
認
証

 
 
・電

子
漁
獲
証
明
制
度
へ
の
対
応

 
 
・正

規
許
可
船
リ
ス
ト
の
確
認

 
   ②

 ま
ぐ
ろ
類
流
通
調
査
分
析
事
業

 
 
・Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析

 
（外

国
船
・日

本
船
漁
獲
物
の
検
査
） 

 
・輸

入
ま
ぐ
ろ
の
国
内
流
通
実
態
調
査

 
 

我
が
国
へ
の
ク
ロ
マ
グ
ロ
供
給
量
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漁業経営安定対策
【４５，３９４（３８，５５３）百万円】

対策のポイント
国民への水産物の安定供給を確保するため、計画的に資源管理に取り組む

漁業者に対し、漁業収入安定対策を実施するとともに、燃油・配合飼料価格
の高騰に備えるセーフティーネット事業を組み合わせ、適切な資源管理と総
合的な漁業経営の安定を図ります。

＜背景／課題＞
・国民への水産物の安定供給を確保するためには、適切な資源管理と漁業経営の安定を
ともに実現していくことが必要です。

・近年、燃油・養殖用配合飼料価格の高騰により漁業者の経営に大きな影響が出ており、
価格高騰の影響を緩和するためのセーフティーネット対策の整備や省エネの推進が必
要です。

政策目標
漁業経営安定対策のもとで資源管理に取り組む漁業者による漁業生産の割

合90％（平成34年度）

＜主な内容＞
１．漁業収入安定対策事業 ２６，７２２（２５，２２２）百万円

漁業共済・積立ぷらすの仕組みを活用し、漁業者・養殖業者による資源管理や漁
場改善の取組に対する補助として、収入額が減少した場合に減収補塡をします。

補助率：定額
事業実施主体：全国漁業共済組合連合会

２．漁業共済の加入漁業者に対する助成 ８，６７２（８，８３２）百万円
漁業災害補償法に基づき、災害等による損害を補塡する漁業共済の加入漁業者に

対して国庫補助をします。
食料安定供給特別会計へ繰入（漁業共済保険勘定繰入分）

事業実施主体：国（食料安定供給特別会計）

３．漁業経営セーフティーネット構築等事業 １０，０００（４，５００）百万円
漁業者と国の拠出により、燃油価格や配合飼料価格が高騰したときに補塡金を交

付します。燃油については、原油価格が「漁業用燃油緊急特別対策」の発動ライン
を超えた場合、上昇分の国の負担割合が増えます。また、省エネ型漁業用機器設備
の導入に必要な経費を助成します。

補助率：定額
事業実施主体：一般社団法人 漁業経営安定化推進協会

（関連対策）
水産業の省エネ・低コスト新技術導入加速化事業［新規］ ６１（－）百万円
漁船漁業や養殖業等の省エネルギー・低コスト化に資する新技術の実証を支援しま
す。

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
１、２の事業 水産庁漁業保険管理官（０３－６７４４－２３５５）
３の事業 水産庁企画課 （０３－６７４４－２３４１）
関連対策の事業 水産庁研究指導課 （０３－３５０１－３８６４）

［平成27年度予算概算要求の概要］

5



  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 【
平
成
２
７
年
度
予
算
概
算
要
求
額

  
 漁
業
収
入
安
定
対
策
事
業
：
２
６
，
７
２
２
（
２
５
，
２
２
２
）
百
万
円

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
漁
業
経
営
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
構
築
等
事
業
：
１
０
，
０
０
０
（
４
，
５
０
０
）
百
万
円
】
 

漁
業
経
営
安
定
対
策

 

○
 
国
民
へ
の
水
産
物
の
安
定
供
給
を
図
る
た
め
、
計
画
的
に
資
源
管
理
に
取
り
組
む
漁
業
者
を
対
象
に
漁
業
共
済
の
仕
組
み

を
活
用
し
た
漁
業
収
入
安
定
対
策
を
講
じ
、
コ
ス
ト
対
策
を
組
み
合
わ
せ
て
、
総
合
的
な
経
営
安
定
対
策
を
構
築
。
 

○
 
漁
業
共
済
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
漁
業
種
類
（
沿
岸
・
沖
合
・
遠
洋
漁
業
・
養
殖
業
）
を
対
象
。

 
 

ポ
 イ

 ン
 ト

 

漁
業

収
入

安
定

対
策

 

資
源
管
理
へ
の
取
組

 

コ
ス
ト
 

対
 
策

 

燃
油
や
配
合
飼
料
の

高
騰
に
対
す
る
取
組

 


 
漁
業
者
と
国
が
資
金
を
積
立

 


 
原
油
価
格
・配
合
飼
料
価
格
が
、

  
「７
中
５
平
均
値

×
1

0
0

%
」を
超
え
た
場
合
、

 超
え
た
分
を
補
塡

 


 
原
油
価
格
は
、
特
別
対
策
発
動
ラ
イ
ン
を
超
え
た
場
合
、

国
の
負
担
割
合
増
（漁
業
用
燃
油
緊
急
特
別
対
策
）
 


 
省
エ
ネ
機
器
導
入
に
よ
り
、
省
エ
ネ
型
漁
業
へ
の
取
組

に
対
す
る
補
助
を
実
施

 

 

 
 

 
 

 

コ
ス
ト
対
策
の
実
施

 

積
立
ぷ
ら
す
（
国
と

漁
業
者
の
積
立
て
方

式
）
の
発
動
ラ
イ
ン

 

（
原
則
９
割
）

 

 

漁
業
共
済

 

（
掛
け
捨
て
方
式
）
 

の
発
動
ラ
イ
ン

 

（
原
則
８
割
）
 

 

収
入
変
動

 

1
0
0
 

基
準
収
入

(注
) 

(注
) 
基
準
収
入
：
個
々
の
漁
業
者
の
直

近
５
年
の
収
入
の
う
ち
、
最
大
値
と
最

小
値
を
除
い
た
中
庸
３
カ
年
（
５
中
３
）

の
平
均
値

 


 
国
・都
道
府
県
が
作
成
す
る
「資
源

管
理
指
針
」に
基
づ
き
、
漁
業
者
（団

体
）が
休
漁
、
漁
獲
量
制
限
、
漁
具
制

限
等
の
自
ら
取
り
組
む
資
源
管
理
措

置
に
つ
い
て
記
載
し
た
資
源
管
理
計

画
を
作
成
し
、
こ
れ
を
確
実
に
実
施

 


 
養
殖
の
場
合
、
漁
場
改
善
の
観
点

か
ら
、
持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法
に

基
づ
き
、
漁
業
協
同
組
合
等
が
作
成

す
る
漁
場
改
善
計
画
に
お
い
て
定
め

る
適
正
養
殖
可
能
数
量
を
遵
守

 

（資料２） ２－４ 

漁
業
収
入
安
定
対
策
事
業
の
実
施

 

【
漁
業
経
営
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
構
築
等
事
業
】 

0
.0

9
0
.0

価
格
高
騰

の
影
響
を

緩
和

 

価 格  

＝
補
塡
分

 


 
基
準
収
入
（注
）か
ら
一
定
以
上
の

減
収
が
生
じ
た
場
合
、
「漁
業
共
済
」

（原
則

8
割
ま
で
）、

 
「積
立
ぷ
ら
す
」

（原
則

9
割
ま
で
）に
よ
り
減
収
を
補
塡

 
 

 
漁
業
共
済
の
掛
金
の
一
部
を
補
助

 

  
  

 漁
業
共
済
・積
立
ぷ
ら
す
の
仕
組
み
を

活
用
し
て
、
資
源
管
理
の
取
組
に
対
す
る

支
援
を
実
施

 

 ※
 補
助
額
は
、
積
立
ぷ
ら
す
の
積
立
金

 
 

 
 

  
（漁
業
者
１
：国
３
）の
国
庫
負
担
分
、

 
 

 

 
 

 共
済
掛
金
の

3
0
％
（平
均
）に
相
当

 

※
こ
の
ほ
か
、
水
産
業
の
省
エ
ネ
・低
コ
ス
ト
新
技
術
導
入
加
速
化
事
業
に
よ
り
、
漁
船
漁
業
や
養
殖
業
等
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
低
コ
ス
ト
化
に
資
す
る

 新
技
術
の
実
証
を
支
援
。

 


 
省
エ
ネ
型
漁
業
へ
転
換
す
る

た
め
の
取
組
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水産物の加工・流通・輸出対策
【３，８３１（１，０４３）百万円】

対策のポイント
・水産庁によるＥＵ向けＨＡＣＣＰ施設の認定や輸出向けＨＡＣＣＰ対応施
設の改修整備等の支援を通じて、水産物の輸出拡大を図ります。
・水産物の川上（産地）から川下（消費地）までの流通の目詰まりを解消し、
国産水産物の流通促進と消費拡大を図ります。
・国産加工原材料確保に適切に対応し、水産加工業者の経営安定を図るとと
もに、国産水産物の安定供給を図ります。

＜背景／課題＞
・水産物の輸出にあたっては、多くの輸出先国が求めるＨＡＣＣＰ基準を満たす水産加
工・流通施設を整備し、特にＥＵ向けＨＡＣＣＰ認定取得を促進していくことが重要
です。

・国内における水産物の消費量が急減（平成13年度:40.2kg/人年→平成25年度:27.0kg/
人年）する中、流通過程の各段階において消費者の水産物ニーズに対応することが課
題となっています。

・また、水産加工業では気候変動による水揚げ時期のズレ等により、必要な時期に必要
な魚種を確保することが困難となっており、原材料確保対策が必要です。

政策目標
○水産物輸出額の拡大
（1,700億円（平成24年） → 3,500億円（平成32年））

○魚介類（食用）の消費量
（29.5kg/人年（平成22年度）→ 29.5kg/人年（平成34年度））

＜主な内容＞
１．水産物輸出倍増環境整備対策事業 [新規] ２，３８７（－）百万円

ＨＡＣＣＰ認定を促進するため、水産加工施設の改修整備、海域等モニタリング
等への支援、水産庁によるＥＵ向けＨＡＣＣＰ認定の体制整備等を実施します。

委託費、補助率：定額、１／２以内
委託先、事業実施主体：民間団体等

２．国産水産物流通促進事業 ８５６（７７１）百万円
水産物の販売ニーズや産地情報等の共有化、流通過程の各段階への個別指導、必

要な加工機器等の導入や新商品開発等を支援します。
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

３．国産水産物安定供給セーフティネット事業［新規］ ５００（－）百万円
（１）水産加工業経営改善支援事業

国産原料を使用する水産加工業者が気候変動による水揚げ時期のズレ等に対応
するため、遠隔地から原料調達する場合の掛かり増し経費等を支援します。

（２）需給変動調整事業
水揚げ集中時に漁業者団体が水産物を買い取り、漁期外に放出して供給の平準

化を図る場合において、国産水産物の保管経費等の助成を行います。
水産加工業経営改善支援事業 １８５（－）百万円
需給変動調整事業 ３１５（－）百万円

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

４．水産物流通情報発信・分析事業 ８７（７２）百万円
全国の主要漁港における主要品目の水揚げ量、卸売価格等の動向に関する情報等

の分析・発信を行います。
委託費

委託先：民間団体等

（関連対策）
輸出促進体制の強化（食料産業局計上） ９６８(７００)百万円の内数
「国別・品目別輸出戦略」に沿って、ジャパン・ブランドの確立を目指す品目別 輸出団
体（水産物の輸出促進団体）の育成等を実施します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

[お問い合わせ先：水産庁加工流通課 （０３－３５０２－８４２７）]

[平成27年度予算概算要求の概要]
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水
産
物
の
加
工
・流
通
・輸
出
対
策

 
【
平
成

2
7
年
度
予
算
概
算
要
求
額
３
，
８
３
１
（
１
，
０
４
３
）
百
万
円
】
 

水
産
物
の
加
工
・
流
通
・輸
出
の
促
進
に
向
け
た
取
組
を
推
進

 

補
助
率

  
  

  
  

  
：
 

1
/
2
以
内

 
事
業
実
施
主
体
：
  
民
間
団
体
等

 

水
産
物
輸
出
倍
増
環
境
整
備
対
策
事
業

 

国
産
水
産
物
の
一
層
の
輸
出
拡
大
を
図
る
た
め
の
抜
本
的
な
体
制
強
化

 
産
地
か
ら
消
費
地
ま
で
の
流
通
過
程
に
お
け
る
目
詰
ま
り
の
一
層
の
解
消

 
水
産
物
の
安
定
供
給
、
水
産
加
工
業
者
の
経
営
安
定
に
向
け
た
加
工
原
料
の
確
保

 

国
産
水
産
物
流
通
促
進
事
業
 

国
産
水
産
物
安
定
供
給
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
事
業

 

国
産
水
産
物
の
輸
出
拡
大
を
図
る
た
め
、

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
対
応
施
設
の
改
修
整
備
や
Ｅ
Ｕ

 
向
け
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
認
定
取
得
等
を
支
援

 

①
 

H
A

C
C

P
基
準
を
満
た
す
た
め
の
水
産
加

工
・流
通
施
設
の
改
修
整
備

 

床
面

 
 

 
 

 
 

 
 

 
エ
ア
シ
ャ
ワ
ー

 
 

 
 

 
 

 
 

 

②
 
水
産
庁
と
一
体
と
な
っ
て
認
定
を
行
う
機
関

に
よ
る
水
産
加
工
業
者
等
に
対
す
る
研
修

会
、
個
別
指
導
等
を
支
援

 

・ 
販
売
ニ
ー
ズ
や
産
地
情
報

等
の
共
有
化

 
・  
流
通
の
プ
ロ
に
よ
る
個
別

 
指
導

 

①
 
情
報
共
有
、
個
別
指
導
の
実
施

 

 
水
産
物
の
川
上
（産
地
）か
ら
川
下
（消
費

地
）ま
で
の
流
通
の
目
詰
ま
り
解
消
に
向
け

た
取
組
を
支
援

 

②
 
個
別
指
導
を
踏
ま
え
た
、
流
通
促
進
の
取

組
に
必
要
と
な
る
機
器
の
導
入
等
を
支
援

 

③
 
水
産
庁
に
よ
る

E
U
向
け

H
A

C
C

P
施
設

認
定
に
必
要
な
体
制
の
整
備

 

委
託
費

 
委
託
先
：
  
民
間
団
体
等

 

①
  
水
揚
げ
集
中
に
よ
る
水
産
物
価
格
低
落

時
に
、
漁
業
者
団
体
が
漁
業
者
か
ら
水
産

物
を
買
い
取
る
調
整
保
管
の
た
め
の
取
組

を
支
援

 

②
  
気
候
変
動
に
よ
る
水
揚
げ
時
期
の
ズ
レ

等
に
対
応
す
る
た
め
、
水
産
加
工
業
の
原

料
確
保
の
た
め
に
必
要
な
保
管
や
輸
送
等

を
支
援

 

 
消
費
者
へ
の
水
産
物
の
安
定
供
給
、
水
産

加
工
業
者
の
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
、
国

産
加
工
原
料
の
輸
送
費
、
保
管
等
を
支
援

 

補
助
率

  
  

  
  

  
：
 
定
額
、

1
/
2
以
内

 
事
業
実
施
主
体
：
  
民
間
団
体
等

 

魚
肉
ウ
イ
ン
ナ
ー

 

（川
下
の
ニ
ー
ズ
に
マ
ッ
チ
し
た
水
産
物
の
提
供
） 

補
助
率

  
  

  
  

  
：
 
定
額
、

1
/
2
以
内

 
事
業
実
施
主
体
：
  
民
間
団
体
等

 

補
助
率

  
  

  
  

  
：
 
定
額
、
（
1
/
2
以
内
）
 

事
業
実
施
主
体
：
  
民
間
団
体
等

 

補
助
率

  
  

  
  

  
：
 
定
額
、

1
/
2
以
内

 
事
業
実
施
主
体
：
  
民
間
団
体
等

 

サ
バ
ス
テ
ィ
ッ
ク
干
物

 
（骨
と
り
） 

赤
カ
レ
イ
（
刺
身
用
） 

個
別
指
導

 

（
水
揚
げ
時
期
の
変
動
例

 （
マ
イ
ワ
シ
、
マ
ア
ジ
））

 

※
3カ
年
平
均
：

H
2

2
年
～

2
4
年

 

ト
ラ
ッ
ク
シ
ェ
ル
タ
ー

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ゾ
ー
ン
シ
ャ
ッ
タ
ー

 
 

 
 

 
 

 
 

補
助
率

  
  

  
  

  
：
 
定
額

 
事
業
実
施
主
体
：
  
民
間
団
体
等

 

加
工
機
器
の
導
入
支
援
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漁村の活性化・多面的機能発揮対策
【５，０３１（４，７８５）百万円】

対策のポイント
・漁業所得の向上を目指す「浜の活力再生プラン」の策定・着実な実行を支
援します。また、各浜の機能分担とネットワーク化を図るための浜の機能再
編や活性化に向けた取組を支援します。
・漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能を発揮するための活動への支援
を通じ、水産業・漁村の活性化及び水産業の再生を推進します。
・新規漁業就業者に重点を置いた、離島の漁業再生活動を支援します。

＜背景／課題＞
・漁村は、水産業の不振や生活・生産環境の立ち遅れなどから、就業機会の減少、人口
の流出・減少、著しい高齢化といった問題が顕在化し、水産業・漁村の持つ多面的な
機能も十分に発揮されていません。

・また、漁業が基幹産業である離島においては、漁場の生産力の向上を図りつつ、地域
の創意工夫により各島の特性を最大限に活用していくことが必要となっています。

・攻めの水産業を推進することにより、漁村地域の所得や経営力の向上を図るとともに、
集落間のネットワーク化による地域全体の活性化を目指す必要があります。

政策目標
○「浜の活力再生プラン」を策定した漁業地域において、当該プランに基づ
く取組を実施することにより10％以上の漁業所得が向上すること。
○多面的機能発揮のために行う漁業者等の取組や離島の漁業集落が漁業再生
のために行う取組等により、漁村の活性化が図られ、漁場再生及び新規漁場
整備による新たな水産物の提供量が増加すること。

＜主な内容＞
１．浜の活力再生プラン等支援事業 １５０（５０）百万円

漁村地域の再生を図るため、漁業者自らが浜の改革を推進していくための「浜の
活力再生プラン」の策定・実行を支援します。また、複数の漁村集落において、各
浜の機能分担を通じたネットワーク化を推進していくための「浜の機能再編広域プ
ラン」の策定を支援し、浜の協業化等を促進します。

補助率：定額、定額（１／２相当）
事業実施主体：民間団体

２．水産多面的機能発揮対策 ３，５００（３，５００）百万円
漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する「国民の生命・財産の

保全」、「地球環境保全」、「漁村文化の継承」に係る活動への支援を通じ、水産業・
漁村の活性化が図られるよう取り組みます。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体

３．離島漁業再生支援交付金 １，３８１（１，２３５）百万円
離島振興法の指定地域と沖縄・奄美・小笠原の各特別措置法の対象地域のうち、

本土と架橋で結ばれていないなど、一定以上の不利性を有する離島を対象として、
漁場の生産力の向上など漁業の再生に共同で取り組む漁業集落に交付金の交付によ
る支援を行います。
また、初期投資負担を軽減し、新規漁業就業者の定着を図るため、新たに離島の

新規漁業就業者に対する漁船・漁具等のリースの取組を支援します。
補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体

お問い合わせ先:
１、３の事業 水産庁防災漁村課 （０３－６７４４－２３９２）
２の事業 水産庁計画課 （０３－３５０１－３０８２）

［平成27年度予算概算要求の概要］
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浜
の
活
力
再
生
プ
ラ
ン
等
支
援
事
業

 

機
能
再
編
活
性
化
支
援
事
業

 
広
域
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、
複
数
の
漁
村
集
落

で
取
り
組
む
浜
の
機
能
再
編
や
活
性
化
に

資
す
る
協
業
化
な
ど
の
取
組
を
支
援

 
＜
活
動
例
＞

 
 

・産
地
市
場
、
加
工
、
冷
凍
施
設
等
の
再
編
に
向
け
た
取
組

 
・地
域
の
共
同
ブ
ラ
ン
ド
の
開
発
や
高
付
加
価
値
化
の
取
組

 
・漁
港
機
能
の
再
編
に
伴
う
港
内
泊
地
の
有
効
利
用
（増
養

 
 
殖
機
能
の
付
加
、
蓄
養
水
面
へ
の
転
換
）等

 

浜
の
機
能
再
編
広
域
プ
ラ
ン

 
策
定
推
進
事
業

 
複
数
の
浜
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を

図
り
、
地
域
全
体
の
活
性
化
を

目
指
す
「
浜
の
機
能
再
編
広
域

プ
ラ
ン
」
の
策
定
に
か
か
る
経
費

を
支
援

 

◆
浜
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、
複
数
の
浜
で
浜
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
や
協
業
化
を

 
 
目
指
す
取
組
を
支
援

 

支 援
 

浜
同
士
の
連
携

 
観
光
や
交
流

 
と
の
連
携

 

【
平
成
２
７
年
度
予
算
概
算
要
求
額

 
１
５
０
（
５
０
）
百
万
円
】
 

支 援
 

浜
の
活
力
再
生
プ
ラ
ン

 
策
定
推
進
事
業

 
「
浜
の
活
力
再
生
プ
ラ
ン
」
の
策

定
に
か
か
る
経
費
を
支
援

 
 
※
国
は
プ
ラ
ン
内
容
を
確
認
し
、

 
承
認
を
行
う

 

浜
の
活
力
再
生
プ
ラ
ン

 
実
行
向
上
支
援
事
業

 
浜
の
活
力
再
生
プ
ラ
ン
の
確
実
な
実
行
を

図
り
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
イ
ン
の
発
想
の
下
で
の

取
組
の
向
上
を
促
す
た
め
、
プ
ラ
ン
策
定
地

区
に
対
し
、
専
門
家
派
遣
に
よ
る
指
導
・
助

言
等
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
支
援

 

◆
浜
の
活
力
再
生
プ
ラ
ン
の
策
定
・
実
行
を
支
援

 
浜
の
応
援
団

 
と
の
連
携

 

 
漁
業
者
の
所
得
向
上
に
よ
る
浜
の
活
性
化
を
目
指
す
た
め
の
浜
の
活
力
再
生
プ
ラ
ン
の
策
定
・
実
行
を
支
援
。
さ
ら

に
、
各
浜
の
機
能
分
担
を
図
り
、
漁
村
集
落
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
よ
る
地
域
全
体
の
活
性
化
を
目
指
す
取
組
を
支
援
。
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【
集
落
協
定
に
基
づ
き
次
の
取
組
活
動
を
実
施
】 

 （
基
本
交
付
金
） 

 
①

 漁
場
の
再
生
に
関
す
る
話
合
い

 
 
②

 漁
場
の
生
産
力
向
上
の
た
め
の
取
組

 
 

 
種
苗
放
流
、
漁
場
の
管
理
・
改
善
、

 
 

 
産
卵
場
・
育
成
場
の
整
備

 
等

 
  
③

 漁
場
の
再
生
に
関
す
る
実
践
的
な
取
組

 
 

 
新
た
な
漁
具
・漁
法
の
導
入
、

 
 

 
新
規
漁
業
へ
の
着
業
、

 
 

 
流
通
体
制
の
改
善
、
高
付
加
価
値
化
、

 
 

 
販
路
拡
大

 
等

 

 （
新
規
漁
業
就
業
者
特
別
対
策
交
付
金
） 

 
 
新
規
漁
業
就
業
者
へ
の
漁
船
・漁
具
等

 
 

  
の
リ
ー
ス
の
取
組

 

  
離
島
漁
業
再
生
支
援
交
付
金

 
【
平
成

2
7
年
度
予
算
概
算
要
求
額

 
１
，
３
８
１
（
１
，
２
３
５
）
百
万
円
】

 

【離
島
漁
業
再
生
支
援
推
進
交
付
金
】 

7
4
（
5
0
）
百
万
円

 
 
都
道
府
県
、
市
町
村
に
よ
る
事
業
の
推
進
を
支
援
。

 

【離
島
漁
業
再
生
支
援
交
付
金
】 

1
,3

0
7
（1

,1
8

5
）百
万
円

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
対
象
地
域
】 

 
離
島
振
興
法
の
指
定
地
域
と
沖
縄
・奄
美
・
小
笠
原
の
各
特
別
措
置
法
の
対
象
地
域
の
う
ち
、
本
土
と
架
橋
で
結
ば
れ
て
い
な
い
な
ど
、
一

定
以
上
の
不
利
性
を
有
す
る
離
島
を
対
象
。

 

【
交
付
単
価
】 

 
１
集
落
（
２
０
世
帯
相
当
）
あ
た
り
、
２
７
２
万
円

 
【
実
施
主
体
】 

 
都
道
府
県
、
市
町
村

 

水 産 庁  

都 道 府 県  

漁 業 集 落  

市 町 村  

⑧
交
付
金
交
付

（
国
）
 

⑦
交
付
申
請

 

②
促
進
計
画

 

 
 

 
 
の
承
認

 

⑨
交
付
金
交
付

 

（
国
＋
県
）
 

①
促
進
計
画

 

 
 

 
 
の
提
出

 

⑥
交
付
申
請

 

④
集
落
協
定

 

 
 

 
 
の
認
定

 

⑩
交
付
金
交
付

 

（
国
＋
県
＋
市
）
 

③
集
落
協
定

 

 
 

 
 
の
提
出

 

⑤
交
付
申
請

 

【
事
業
の
仕
組
み
】
 

ア
ワ
ビ
の
種
苗
放
流

 

サ
ワ
ラ
高
付
加
価
値
化

 

第
３
期
対
策

 
（平
成

2
7
年
度
～
平
成

3
1
年
度
）

 

・
共
同
で
漁
業
再
生
活
動
に
取
り
組
む
離
島
の
漁
業
集
落
（
地
区
）に
対
し
、
交
付
金
に
よ
る
支
援
を
実
施
。

 

・
特
に
新
規
漁
業
就
業
者
へ
の
漁
船
・漁
具
等
の
リ
ー
ス
の
取
組
を
支
援
す
る
「新
規
漁
業
就
業
者
特
別
対

策
交
付
金
」を
創
設
。

 
第
３
期
対
策
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強い水産業づくり交付金
【６，０００（４，５００）百万円】

対策のポイント
水産業の強化のための共同利用施設等の整備や漁港・漁村における防災・

減災対策の取組を支援します。

＜背景／課題＞
・水産物の安定供給の確保と水産業・漁村の発展のためには、産地における水産業の強
化の取組を推進し、防災・減災の観点から全国的なインフラ整備を見直すことが重要です。

・このため、漁業者が定住できる漁村の形成、漁業者の所得の向上等に資する共同利用
施設等の整備や、漁港・漁村において災害の未然防止、災害時の応急対応等に資する
取組を推進する必要があります。

政策目標
○産地協議会による産地水産業強化計画の策定数
（74計画（平成23年度）→280計画（平成28年度））
○漁村の人口に対し、避難施設が確保されている人口の割合を
５％以上増加（55％（平成24年度）→60％以上（平成28年度））

＜主な内容＞

１．産地水産業強化支援事業 ３，３８０（３，２５０）百万円
（１）漁村において、協議会が策定する「産地水産業強化計画」に基づき、所得の向上、

地先資源の増大等に資する取組に対して支援します。

（２）（１）の計画実現のために必要となる施設の整備について支援します。

交付率：（１）定額（１/２以内）、（２）定額（１/３、４/10、１/２、5.5/10、２/３以内）

事業実施主体：（１）産地協議会、（２）市町村、水産業協同組合等

２．水産業強化対策事業 ２，２００（８１１）百万円
都道府県や複数市町村等広域的な対応が必要となる種苗生産施設、漁港漁場の機

能向上のための施設整備等を支援します。また、ウナギ資源の回復に向けたウナギ
養殖業者の指導や内水面資源の調査等の取組を支援します。

交付率：定額（１/３、４/10、１/２、5.5/10、２/３以内）

事業実施主体：都道府県、市町村、水産業協同組合等

３．漁港防災対策支援事業 ４２０（４３９）百万円
漁港や漁村において、地震や津波による災害の未然防止、被害の拡大防止、被災

時の応急対策を図る際に必要となる施設整備等を支援します。
交付率：定額（１/２、5.5/10、２/３以内）

事業実施主体：都道府県、市町村、水産業協同組合等

〔お問い合わせ先：水産庁防災漁村課（０３－６７４４－２３９１）〕

［平成27年度予算概算要求の概要］
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 水
産
業
の
健
全
な
発
展
と
水
産
物
の
安
定
供
給
の
た
め
、
産
地
に
お
け
る
所
得
の
向
上
、
地
先
資
源

の
増
大
等
の
取
組
や
、
漁
港
や
漁
村
に
お
け
る
地
震
や
津
波
等
の
災
害
対
策
へ
の
取
組
等
を
支
援

 

強
い
水
産
業
づ
く
り
交
付
金

 【
平
成

2
7
年
度
予
算
概
算
要
求
額
：
 6

,0
0
0
 （

 4
,5

0
0
）
百
万
円
】
 

都
道
府
県
や
複
数
市
町
村
等
広
域
的
な
対
応

が
必
要
と
な
る
種
苗
生
産
施
設
、
漁
港
漁
場
の

機
能
向
上
の
た
め
の
施
設
整
備
等
を
支
援

 

（ハ
－
ド
事
業
） 

（ソ
フ
ト
事
業
）
 

水
面
利
用
調
整
の
推
進
、
ウ
ナ
ギ
養
殖

業
等
の
指
導
、
内
水
面
資
源
の
調
査

(拡
充

)等
を
支
援

 

「産
地
水
産
業
強
化
計
画
」を
策
定
（３
年
間
）
 

漁 業 者 の 所 得 向 上 、 漁 業 が

存 続 で き る 漁 村 の 形 成  
（ソ
フ
ト
事
業
）
 

（ハ
－
ド
事
業
） 

・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、
技
術
講
習
会
な
ど

 
・
加
工
処
理
施
設
、
荷
さ
ば
き
施
設
な
ど

 
浜
の
活
力

 
 

 
再
生
プ
ラ
ン

策
定
地
域

と
の
連
携

 

水 産 業 の 健 全 な 発 展 と    

水 産 物 の 安 定 供 給 の 確 保  

産
地
協
議
会
（漁

業
者
団
体
・市

町
村
等
）
 

①
産
地
水
産
業
強
化
支
援
事
業

 

②
水
産
業
強
化
対
策
事
業

 

漁
港
・
漁
村
に
お
け
る
防
災
・減

災
対
策

 

（ハ
－
ド
事
業
） 

（ソ
フ
ト
事
業
）
 

・
津
波
避
難
施
設

 

・
漂
流
物
防
止
柵

 
な
ど

 

・
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成

 

・
避
難
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

 
な
ど

 

災 害 に 強 い 漁 業  

地 域 づ く り  

※
「
南
海
ト
ラ
フ
地
震
特
別
措
置
法
」
に
基
づ
く
避
難
施
設
・避

難
路
整
備
は
定
額
（
2
/3
）
 

③
漁
港
防
災
対
策
支
援
事
業
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漁船漁業・担い手確保対策
【４，９８２（９３１）百万円】

対策のポイント
・資源回復に必要な強度な公的資源管理措置導入に伴う経営の多角化等の収

益性向上のための取組への支援を新たに行います。

・人材の育成・確保等により、持続的な漁業生産構造の確保や漁業活動を担

う経営体の育成を行います。

＜背景／課題＞

・我が国漁業は、燃油価格の高止まり等により厳しい経営環境にあります。

・このため、資源管理措置に対応した収益性の高い操業体制の構築や、漁業の将来を担

う人材の確保・育成等が急務となっています。

政策目標
毎年度2,000人の新規漁業就業者を確保

＜主な内容＞

１．漁業構造改革総合対策事業［新規］ ３，８００（－）百万円
漁業者の新しい操業・生産体制への転換を促進するため、改革型漁船の導入等に

よる、収益性向上の実証への取組を支援します。また、その中で、大幅な漁獲可能

量（ＴＡＣ）の削減等強度な公的資源管理措置が導入される場合、漁業経営安定を

目指した他魚種転換等の経営多角化等、収益性向上のための取組に支援をします。

補助率：定額

事業実施主体：特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構

２．漁業を担う人材の確保 ８９３（６３２）百万円
漁業への新規就業・後継者等の育成を促進するため、漁業への就業前の青年に対

する給付金の給付、就業・定着促進等のための長期研修、漁村地域のリーダーを中

心とするグループや女性グループによる意欲的な取組等を支援します。また、漁船

の労働環境の改善や海難の未然防止等について知識を有する「安全推進員」を養成

するとともに遊漁船業者等への安全講習会等の実施について支援します。

新規漁業就業者総合支援事業 ８３５（５６６）百万円

沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業 ３９（４４）百万円

安全な漁業労働環境確保事業 ２０（２２）百万円

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

１の事業 水産庁漁業調整課 （０３－３５０２－８４６９）

２の事業 水産庁企画課 （０３－６７４４－２３４０）

水産庁研究指導課 （０３－３５０１－３８６４）

［平成27年度予算概算要求の概要］
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（
も
う
か
る
漁
業
創
設
支
援
事
業
） 

 
漁
業
者
の
新
し
い
操
業
・生
産
体
制
へ
の
転
換
を
促
進
す
る
た
め
、
改
革
型
漁
船
の
導
入
等
に
よ
り
、
収
益
性
向
上
の
実
証
に
取
り
組
む
場
合
に

必
要
な
経
費
を
支
援
す
る
。

 
 
さ
ら
に
今
回
、
「
資
源
管
理
・
経
営
多
角
化
支
援
事
業
」を
新
設
し
、
大
幅
な
Ｔ
Ａ
Ｃ
削
減
に
伴
う
個
別
漁
獲
割
当
制
度
等
強
度
の
公
的
資
源
管
理
措

置
が
導
入
さ
れ
る
場
合
、
経
営
の
多
角
化
を
行
い
収
益
性
向
上
の
た
め
の
取
組
を
行
う
者
に
対
し
、
必
要
な
経
費
を
支
援
す
る
。

 

漁
業
構
造
改
革
総
合
対
策
事
業

 

支
援
内
容

 
（事
業
の
流
れ
）
 

１
、
改
革
計
画
に
基
づ
き
、
基
金
か
ら
支
払
わ
れ
る
実
証
経
費
を
用
い
て
実
証
事
業
を
実
施
し
、
水
揚
金
額
を
返
還

 

２
、
水
揚
金
額
で
実
証
経
費
が
賄
え
な
い
場
合
は
、
こ
の
賄
え
な
い
分
を
支
援

 

 
 

  
支
援
割
合
等
：事
業
の
取
組
内
容
に
応
じ
、
３
年
を
上
限
と
し
て
、
１
／
２
、
２
／
３
又
は
９
／

1
0
を
助
成

 

支 援  

実 証 経 費  

用
船
料

 

燃
油
費

 
え
さ
代

 
氷
代

 
魚
箱
代

 
販
売
費

 
事
務
管
理
費

 
 

 
 
な
ど

 

減
価
償
却
費

 
人
件
費

 
漁
具
等
償
却
費

 
 

 
 

 
な
ど

 

水
揚
金
額

 

水
揚
金
額

で
賄
え
な

い
部
分

 

返 還  

「
資
源
管
理
・
経
営
多
角
化
支
援
事
業
」
の
支
援
イ
メ
ー
ジ

 

○
改
革
型
漁
船
の
導
入
等
に
よ
る
収
益
性
向
上
の
実
証
へ
の
取
組
を
支
援

 
 
・
収
益
性
改
善
、
収
益
性
回
復
の
た
め
の
事
業

 
 

 
・
「
資
源
管
理
・
経
営
多
角
化
支
援
事
業
」
を
新
設

 

2
/3

 

 
①
大
幅
な
Ｔ
Ａ
Ｃ
の
削
減
に
伴
い
、
②
個
別
漁
獲
割
当
制
度
等
強
度
の
公
的
資
源
管
理
措
置
が
導
入
さ

れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
③
同
一
系
群
を
漁
獲
す
る
同
一
漁
業
種
類
の
漁
業
者
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、
④
漁

業
者
グ
ル
ー
プ
内
の
関
係
漁
業
者
全
体
が
、

 

 
○
漁
獲
対
象
種
の
転
換
等

 

 
○
加
工
流
通
手
法
の
改
善
に
よ
る
付
加
価
値
向
上
へ
の
取
組
等

 

に
よ
り
収
益
性
の
向
上
に
取
り
組
む
場
合
に
必
要
な
経
費
（水
揚
げ
金
額
で
賄
え
な
い
実
証
経
費
の

2
/3
）

を
支
援
す
る
。

 

 

ス
ケ
ト
ウ
ダ
ラ
Ｔ
Ａ
Ｃ
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
た
場
合
の

 

漁
獲
対
象
魚
種
の
転
換
、
付
加
価
値
向
上
の
取
組
イ
メ
ー
ジ

 
外
食
業
へ
直
販

 

加
工
品
の
開
発

 

平
成
２
７
年
度
予
算
概
算
要
求
額

 
３

,８
０
０
（
－
）
百
万
円

 

大
幅
な
漁
獲
枠
削
減

 
対
象
魚
種
の
転
換

 
付
加

 

価
値

 

向
上
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担
い
手
確
保
対
策

 

新
規
漁
業
就
業
者
総
合
支
援
事
業
【
８
３
５
（
５
６
６
）
百
万
円
】
 

○
 
漁
業
就
業
者
は
、
１
０
年
間
で
２
割
減
少
し
、
約
１
７
万
人
（被
災
３
県
を
除
く
）
に
ま
で
減
少
。
６
５
歳
以
上
が

 
 
約
４
割
を
占
め
る
。

 
○

 
毎
年
２
千
人
以
上
の
新
規
就
業
者
を
確
保
す
れ
ば
、
ベ
テ
ラ
ン
・中
堅
・若
手
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
漁
業

 
 
就
業
構
造
が
実
現
。

 

現
 
状

 

都
市
部
や
地
方

に
お
い
て
、
就

業
の
た
め
の
座

学
や
体
験
漁
業

等
の
開
催

 

都
市
部
や
地
方
の

漁
業
就
業
相
談
会

に
お
い
て
就
業
希

望
者
と
漁
業
者
と

の
マ
ッ
チ
ン
グ

 

実
践
的
な
長
期
研
修
を
支
援

 
雇
用
型
：最
長

1年
間

 
幹
部
養
成
型
：最
長

2年
間

 
独
立
型
：最
長

3年
間

 

漁
業
活
動
に
必
要

な
技
術
や
経
理
・

税
務
、
流
通
・加
工
、

安
全
操
業
等
の
知

識
の
習
得
支
援

 

・
経
験
ゼ
ロ
か
ら
始
め
て
も
漁
業
に
就
け
る
ト
ー
タ
ル
サ
ポ
ー
ト
の
提
供

 

沿
岸
漁
業
リ
ー
ダ
ー
・
女
性
育
成
支
援
事
業

 
【
３
９
（
４
４
）
百
万
円
】
 

・
漁
村
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
育
成
や
漁
村
女
性
の
資
質

 
 
向
上
の
た
め
の
研
修
会
開
催
等
を
支
援

 

・
漁
村
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
や

 
 
女
性
グ
ル
ー

 プ
に
よ
る
意
欲
的
な
取
組
を
支
援

 

就       業  

安
全
な
漁
業
労
働
環
境
確
保
事
業
 

【
２
０
（
２
２
）
百
万
円
】
 

 
・
海
難
事
故
の
防
止
や
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
選
定
等

 
 
・漁
船
等
の
安
全
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催

 
  

漁
船
等
の
安
全
確
保
対
策
の
充
実

 

毎 年 度 ２ ０ ０ ０ 人 の 新 規 就 業 者 を 確 保  

漁
業
学
校
等
で
学
ぶ
若
者
へ
就
業
準
備
金

 
 (
15

0
万
円

/年
、
最
長
２
年
間

) 

H
P
等
で
の
情
報

の
提
供
、
各
都
道

府
県
に
お
け
る

 
就
業
窓
口
設
置

 

青
年
就
業
準
備
給
付
金
 

就
業
関
連
 

情
報
の
提
供
 

講
習
・
体
験
 

漁
業
就
業
 

相
談
会
 

技
術
習
得
支
援

 
漁
業
現
場
で
の
長
期
研
修
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増養殖対策
【１，５３６（１，２９６）百万円】

対策のポイント
・さけ・ますの新たな種苗放流、国際的なウナギ資源管理措置への対応、ウ
ナギ種苗の大量生産システムやクロマグロの完全養殖の実証化を行います。
・カワウや外来魚の被害防止対策や新たな駆除方法の開発等を支援します。

＜背景／課題＞
我が国の漁業生産量がピーク時から半減している中で、国民に水産物を安定供給して

いくためには、水産物の増殖及び養殖を一層推進する必要があります。

政策目標
主な栽培漁業対象魚種及び養殖魚種の生産量
（1,572千トン（平成24年度）→1,739千トン（平成34年度））

＜主な内容＞

１．増殖に関する支援事業 ４３３（３５１）百万円
（１）さけ・ます資源回復推進事業 ３５７（２５１）百万円

太平洋側サケの来遊数の減少要因を究明するための調査を実施するとともに、
回帰率を向上させるための放流手法の改良等を支援します。
※ さけ・ます対策としては、別途、東日本大震災復興特別会計（復興庁計上）に

おいて、被災地における採卵用サケ親魚の確保を支援する措置を要求しています。

（２）二枚貝資源緊急増殖対策事業 ７６（１００）百万円
資源の減少が著しい二枚貝の人工種苗生産技術を開発するとともに、増殖手法

の実証化の取組を支援します。

委託費、補助率：定額、１／２以内

委託先、事業実施主体：民間団体等

２．ウナギ対策関連事業 ５３０（４２３）百万円
国際的な資源管理措置への対応を進めつつ、ウナギ種苗の大量生産システムの実

証試験を加速化するとともに、ウナギ資源の生息状況調査、ウナギの遺伝情報を活
用した系群判別、ウナギを含む内水面資源の生息環境の改善手法・放流用種苗の育
成手法の開発等を実施します。

鰻供給安定化事業 １５４（１４６）百万円

ウナギ種苗の大量生産システムの実証事業

３５０（２５０）百万円

健全な内水面生態系復元等推進事業のうちウナギ対策関連事業

２６（２７）百万円

委託費、補助率：定額、１／２以内

委託先、事業実施主体：民間団体等

[平成27年度予算概算要求の概要]
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３．健全な内水面生態系復元等推進事業 ２７６（２０７）百万円
広域的な連携の下で行うカワウ・外来魚の生息状況調査に加え、カワウの個体数

削減に向けた駆除等の取組を支援するとともに、河川流域等における外来魚（コク
チバス等）の駆除手法を開発します。

委託費、補助率：定額、１／２以内

委託先、事業実施主体：民間団体等

４．養殖に関する支援事業 ２９６（３１６）百万円
クロマグロ増養殖の実現に必要な技術の開発及び次世代型陸上養殖技術の開発を

実施するとともに、養殖業者の抜本的な生産コストの抑制手法や収入の増加に繋が
る新たな養殖手法の開発支援に加え、新たに二枚貝の増養殖と組み合わせたノリ養
殖試験を実施します。

二枚貝の養殖等を併用した高品質なノリ養殖技術の開発事業[新規]

４９（－）百万円

クロマグロ養殖最適親魚選別・確保技術開発事業

８９（９８）百万円

次世代型陸上養殖の技術開発事業 １１７（１３０）百万円

養殖魚安定生産・供給技術開発事業 ４２（４６）百万円

委託費、補助率：定額、１／２以内

委託先、事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：水産庁栽培養殖課（０３－３５０１－３８４８）］

[平成27年度予算概算要求の概要]
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【平
成

2
7
年
度
予
算
概
算
要
求
額
：１
，
５
３
６
（１
，
２
９
６
）百

万
円
】 

増
養
殖
対
策
の
概
要

 

ポ
 イ

 ン
 ト

 

・ 国 民 に 対 す る 安 定 供 給 の 確 保  

・ ウ ナ ギ 資 源 の 持 続 的 利 用  

・ 栽 培 及 び 養 殖 魚 種 の 生 産 量 の 回 復  

○
 
太
平
洋
側
サ
ケ
の
来
遊
数
の
減
少
要
因
を
究
明
す
る
た
め
の
調
査
等
、
増
殖
に
関
す
る
事
業
を
展
開
。

 
○
 
国
際
的
な
ウ
ナ
ギ
資
源
管
理
措
置
へ
の
対
応
、
ウ
ナ
ギ
種
苗
の
大
量
生
産
シ
ス
テ
ム
の
実
証
試
験
の
実
施
。
 

○
 
カ
ワ
ウ
・
外
来
魚
の
広
域
的
な
被
害
対
策
等
、
健
全
な
内
水
面
生
態
系
の
復
元
に
向
け
た
取
組
を
推
進
。
 

○
 
陸
上
養
殖
を
含
む
新
た
な
養
殖
技
術
・
手
法
の
開
発
等
、
養
殖
業
の
振
興
に
向
け
た
取
組
を
支
援
。
 

４
．
養
殖
に
関
す
る
支
援
事
業

 
２
９
６
（
３
１
６
）
百
万
円

 


 
閉
鎖
循
環
式
陸
上
養
殖
の
最
大
の
課
題
で
あ
る
コ
ス
ト
の
低
減
等
を
目
指
し
、
技
術
の
高
度
化
・シ
ス
テ
ム

の
統
合
環
境
制
御
等
の
導
入
・実
証
試
験
等
を
実
施

 


 
二
枚
貝
の
増
養
殖
と
組
み
合
わ
せ
た
ノ
リ
養
殖
試
験
を
実
施
し
、
品
質
向
上
を
効
果
等
を
確
認

 


 
資
源
・
環
境
に
優
し
い
ク
ロ
マ
グ
ロ
増
養
殖
の
実
現
に
必
要
な
技
術
開
発
の
実
施

 
 


 
養
殖
業
者
が
自
主
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
困
難
な
、
抜
本
的
な
生
産
コ
ス
ト
の
抑
制
手
法
の
開
発
を
支
援

 
 

１
．
増
殖
に
関
す
る
支
援
事
業

 
４
３
３
（
３
５
１
）
百
万
円

 
 


 
回
帰
率
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
放
流
手
法
の
改
良
や
高
品
質
な
資
源
の
造
成
を
図
る
取
組

を
支
援

 


 
来
遊
数
が
減
少
し
て
い
る
太
平
洋
側
の
サ
ケ
に
つ
い
て
、
降
海
後
の
稚
魚
の
動
態
調
査
等

に
よ
り
、
減
少
要
因
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
ふ
化
放
流
手
法
の
改
良
を
実
施

 


二
枚
貝
の
人
工
種
苗
生
産
技
術
の
開
発
と
と
も
に
増
殖
手
法
の
実
証
化
の
取
組
を
支
援

 

閉
鎖
循
環
式
陸
上
養
殖
の
実
証
試
験

 

太
平
洋
の
サ
ケ
稚
魚
を
集
中
的
に
調
査

 
万
尾

 


 
外
来
魚
の
駆
除
手
法
の
開
発
、
地
域
間
の
広
域
的
な
連
携
に
よ
る
推
進
体
制
の
下
で
の
カ
ワ
ウ
・外
来
魚

の
生
息
状
況
調
査
、
被
害
防
止
対
策
等
の
取
組
を
支
援

 

３
．
健
全
な
内
水
面
生
態
系
復
元
等
推
進
事
業

 
２
７
６
（
２
０
７
）
百
万
円
（
ウ
ナ
ギ
対
策
関
連
除
く
）
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ウ
ナ
ギ
資
源
の
増
殖
の
た
め
の
放
流
や
海
外
の
養
鰻
業
者
と
の
資
源
管
理
に
関
す
る
協
議
に

対
す
る
支
援

 


 
ウ
ナ
ギ
種
苗
の
大
量
生
産
の
実
用
化
を
加
速
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
の
実
証
試
験
を
実
施

 

２
．
ウ
ナ
ギ
対
策
関
連
事
業

 
５
３
０
（
４
２
３
）
百
万
円

 
効
果
的
な
放
流
を
実
施

 
ウ
ナ
ギ
種
苗
の
大
量
生
産

 
シ
ス
テ
ム
の
実
証

 

カ
ワ
ウ
・外
来
魚
に
よ
る
食
害

 

サ
ケ
の
来
遊
数
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捕鯨対策
【２，０５０（１，７２２）百万円】

対策のポイント
ＩＣＪ判決を踏まえた新たな調査計画に基づく鯨類捕獲調査を円滑かつ確

実に実施するため、非致死的調査や妨害行為への対応強化、国内外の研究機
関との連携の強化等を実施します。

＜背景／課題＞
・平成26年３月31日、国際司法裁判所（ＩＣＪ）は、第二期南極海鯨類捕獲調査
（JARPAⅡ）は、国際捕鯨取締条約第８条１の規定の範囲内に収まらない旨の判決を
出したところです。

・当該判決においては、非致死的手法の実施に関する検討が不十分であること、目標サンプ
ル数と実際の捕獲頭数の著しい乖離、他の研究機関との連携が不十分である等の指摘を受
けたことから、今後の鯨類捕獲調査の円滑な実施のためには、これらの指摘を踏まえた対
応を行っていくことが重要な課題となっています。
・さらに、南極海においては、平成27年度以降に捕獲調査を行う際にも、反捕鯨団体に
よる妨害活動が引き続き行われることが想定されることから、鯨類捕獲調査を安定的
に実施できるようにするための安全対策をとる必要があります。

政策目標
国際捕鯨委員会（ＩＷＣ）の商業捕鯨一時停止（モラトリアム）の見直し

に必要な科学的知見の収集

＜主な内容＞
１．鯨類捕獲調査円滑化等対策 １，１６２（１，１１１）百万円

南極海及び北西太平洋における鯨類捕獲調査が安全かつ確実に実施できるように
するため、妨害対策を強化します。
また、国際司法裁判所の判決に対応し、非致死的調査手法の導入に関する検討を

行うため、多目的船の運航等を行います。
さらに、国内外の研究機関との連携強化、調査結果や鯨関連文化等の情報発信を

行います。
補助率：定額

事業実施主体：一般財団法人 日本鯨類研究所等

２．南極海生物生態系調査事業［新規］ １７８（－）百万円
非致死的調査手法の導入に関する検討を行うため、鯨類の餌生物の資源量や分布

状況の調査を実施します。
補助率：定額

事業実施主体：一般財団法人 日本鯨類研究所

３．鯨類資源等持続的利用国際推進事業［新規］ ６９（－）百万円
鯨類の持続的利用に係る国際社会の理解を深めるため、持続的利用の支持国を広

げるとともに、国際交渉の場において支援国との連携を強化します。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体

４．日本沿岸域鯨類調査事業 ２９５（２６５）百万円
我が国沿岸域における商業捕鯨の早期再開に向け、我が国沿岸域での捕獲調査・

分析を実施するとともに、非致死的調査手法の導入に関する検討を行います。
補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

５．鯨資源調査等対策推進費 ３４６（３４６）百万円
国際捕鯨委員会（ＩＷＣ）と共同で北太平洋において、鯨類資源に関する目視

調査等を実施するとともに、違法鯨肉の国内流通を防止するための鯨肉のＤＮＡ
分析調査を実施します。

委託費
委託先：民間団体

〔お問い合わせ先：水産庁国際課 （０３－３５０２－２４４３）〕

［平成27年度予算概算要求の概要］
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判
決
に
お
い
て
科
学
的
調
査
に

該
当
し
な
い
と
さ
れ
た
点
 

判
決
を
踏
ま
え
た
対
応
 

非
致
死
的
手
法
の
実
施
に
関
す

る
検
討
が
不
十
分
 

【
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
】
 

○
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
決
を
踏
ま
え
た
新
た
な
調
査
計
画
に
基
づ
く
鯨
類
捕
獲
調
査
を
円
滑
か
つ
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
非
致
死
的
調
査
や
妨
害
行
為
へ
の
対
応
 

 
強
化
、
国
内
外
の
研
究
機
関
と
の
連
携
の
強
化
等
を
実
施
し
ま
す
。
 

目
標
サ
ン
プ
ル
数
の
設
定
に
関

す
る
検
討
が
不
透
明
・
不
明
確

で
あ
り
不
合
理
 

目
標
サ
ン
プ
ル
数
と
実
際
の
捕

獲
頭
数
と
の
著
し
い
乖
離
 

科
学
的
成
果
が
不
十
分
 

他
の
研
究
機
関
と
の
連
携
が
不

十
分
 

終
期
の
な
い
時
間
的
枠
組
み
に

対
す
る
疑
念
 

非
致
死
的
調
査
（
バ
イ
オ
プ
シ
ー
調
査
、

衛
星
標
識
調
査
、
餌
生
物
調
査
等
）
の

実
施
に
関
す
る
検
討
 

目
標
サ
ン
プ
ル
数
の
未
達
成
の
要
因
で

あ
る
妨
害
行
為
へ
の
対
応
 

調
査
結
果
の
分
析
、
報
告
の
促
進
及
び

調
査
成
果
の
広
報
・
普
及
の
推
進
 

国
内
外
の
研
究
機
関
と
の
共
同
研
究
及

び
交
流
の
促
進
 

そ
の
他
必
要
な
対
応
 

我
が
国
の
捕
鯨
・
鯨
に
関
連
す
る
文
化
等

の
国
内
外
へ
の
情
報
発
信
 

捕
鯨
を
支
持
す
る
国
々
と
の
連
携
の
強
化
 

平
成
２
７
年
度
予
算
に
お
け
る
対
応
 

【鯨
類
捕
獲
調
査
円
滑
化
等
対
策
】 

○
鯨
類
捕
獲
調
査
が
安
全
か
つ
確
実
に
実
施
で
き
る
よ
う
に

 
す
る
た
め
の
妨
害
予
防
対
策

 
○
非
致
死
的
調
査
手
法
の
導
入
に
関
す
る
検
討

 
○
同
手
法
の
実
行
可
能
性
の
検
証
に
必
要
な
科
学
的
デ
ー
タ

 
の
収
集
を
行
う
多
目
的
船
の
運
航

 
○
国
内
外
の
研
究
機
関
と
の
連
携
強
化
、
調
査
結
果
や
鯨
関
連
文
化
の
情
報
発
信

 

【南
極
海
生
物
生
態
系
調
査
事
業
】 

○
鯨
類
の
餌
生
物
の
資
源
量
や
分
布
状
況
の
調
査

 

【鯨
類
資
源
等
持
続
的
利
用
国
際
推
進
事
業
】 

○
鯨
類
の
持
続
的
利
用
に
係
る
国
際
社
会
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
持
続
的
利
用

支
持
国
の
拡
大
と
連
携
強
化
に
係
る
取
組
の
強
化

 

【日
本
沿
岸
域
鯨
類
調
査
事
業
】 

○
我
が
国
沿
岸
域
で
実
施
す
る
鯨
類
捕
獲
調
査
に
対
し
必
要
な
経
費
を
補
助

 
○
非
致
死
的
調
査
手
法
の
導
入
に
関
す
る
検
討

 

【
鯨
資
源
調
査
等
対
策
推
進
費
】

 
○
北
太
平
洋
に
お
け
る
鯨
類
資
源
に
関
す
る

 
国
際
捕
鯨
委
員
会
（Ｉ
Ｗ
Ｃ
）
と
の
共
同
目
視
調
査
等
の
実
施

 
○
市
場
に
流
通
す
る
鯨
肉
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
を
用
い
た
調
査

 

１
，
１
６
２
（１
，
１
１
１
）百
万
円

 

１
７
８
（－
）百
万
円

 

６
９
（－
）百
万
円

 

２
９
５
（２
６
５
）百
万
円

 

３
４
６
（３
４
６
）百
万
円

 

捕
鯨
対
策

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
【平
成

27
年
度
予
算
概
算
要
求
額
２
，
０
５
０
（１
，
７
２
２
）
百
万
円
】 
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外国漁船の操業対策等
【１５，７６８（１４，１６２）百万円】

対策のポイント

我が国周辺海域における外国漁船の操業増に適切に対応するため、漁業取締

体制等を強化します。

＜背景／課題＞

・外国漁船等による違反操業は、我が国周辺水域における水産資源管理の取組や我が国漁

業者による円滑な漁場利用に対する大きな障害となっていることから、漁業取締りを強

化することが必要です。

・特に近年、中国漁船の大量越境操業など、外国漁船の違法操業が増える中、我が国漁業

者の安全確保に資する漁業取締りの充実、外国漁船の影響を受けている漁場の機能回復

や漁業者の経営安定・被害救済への支援が求められています。

政策目標

○我が国周辺水域における重要魚種の資源評価結果を各種資源管理施策等へ反

映（毎年度52魚種・84系群）

○漁業取締りの強化等による水産資源の適切な保存及び管理の推進

＜主な内容＞

１．指導監督及び取締費 １２，９９１（１２，６４４）百万円

外国漁船の違法操業への取締強化の要請等に対応するため、最新鋭の漁業取締船を

用船するなど漁業取締体制の維持強化を図ります。

事業実施主体：国

２．韓国・中国等外国漁船操業対策事業［新規］ ２，５００（－）百万円

漁業者による外国漁船の投棄漁具等の回収・処分、外国漁船の操業状況の調査・監

視等の外国漁船対策を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：一般社団法人 日韓・日中協定対策漁業振興財団

お問い合わせ先：

１の事業 水産庁管理課 （０３－３５０２－０９４２）

２の事業 水産庁漁業調整課 （０３－３５０２－８４６９）

[平成27年度予算概算要求の概要]
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漁業金融・漁協経営対策
【１，９７７（１，８３３）百万円】

対策のポイント
・設備投資等の融資に対して金利を実質無利子化するための支援を実施します。
・保証人不要、担保は漁船等のみとする実質無担保・無保証人による融資を推進しま
す。
・経営不振漁協の経営の改善・基盤強化を促進します。

＜背景／課題＞
・厳しい漁業経営状況が続く中、漁業者が融資を利用しやすくするとともに、意欲ある漁業者
の多様な経営発展を金融面から支援するため、利子補給等による資金借入れの際の負担軽減
（実質無利子化等）や実質無担保・無保証人による融資を推進する必要があります。

・また、漁業者の生産活動を支えるため、経営不振漁協の経営改善計画の実施を支援し、組織
再編を含む漁協の自主的な経営・事業改革を促進する必要があります。

政策目標
○漁業者の資金融通の円滑化
○繰越欠損金を抱える経営不振漁協の削減

＜主な内容＞
１．漁船・養殖施設整備等利子助成事業 ３６１（３７７）百万円

認定漁業者が漁船の建造や養殖施設等の取得等のために漁業近代化資金、日本政策金融公
庫資金等を借り入れる際に利子助成（最大２％）を行うことにより、これらの資金の実質無
利子化を図ります。

融資枠：70(66)億円
補助率：定額

事業実施主体：全国漁業協同組合連合会

２．無担保・無保証人型の融資の推進
（１）無保証人型漁業融資促進事業 ６７５（５３５）百万円

保証人を不要とし、担保は漁業関係資産（漁船等）以外は新たに求めない保証への支援
を実施し、漁業収入からのみ返済を求めるタイプの融資を推進します。

保証枠：396(292)億円
補助率：定額、１／２、２／５、１／３

事業実施主体：漁業信用基金協会、（独）農林漁業信用基金

（２）漁業経営改善支援資金融資推進事業 １７０（１６０）百万円
認定漁業者に対する漁業経営改善支援資金について、保証人を不要とし、担保は融資対

象（漁船等）のみとする融資の推進のため、漁業者のニーズを踏まえ融資枠を拡大し、必
要な額を(株)日本政策金融公庫に出資します。

融資枠：70(58)億円
補助率：定額

事業実施主体：(株)日本政策金融公庫

３．漁協経営改善推進事業 ３２８（３０２）百万円
東日本大震災の影響や資産自己査定の導入等により漁協を巡る経営環境が厳しさを増して

いることから、経営不振漁協の解消のため、漁協が経営の改善・基盤強化のために借り入れ
る借換資金に対し、利子助成、保証料助成及び求償権償却経費助成を実施します。

融資枠：20(25)億円
補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

[お問い合わせ先：水産庁水産経営課 （０３－６７４４－２３４５)]

［平成27年度予算概算要求の概要］
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漁場環境保全・技術開発・普及推進
【１，５７０（１，６２６）百万円】

対策のポイント
・トド等の有害生物による漁業被害対策、有明海等における漁場環境の改善
策の検討、藻場・干潟の造成等の推進を支援します。
・水産業の省エネルギー・低コスト化に資する新技術の実証を支援します。
・国の重要施策の現場展開や新たな技術・知識の導入による漁家経営改善等
を、国と道府県との協同事業である水産業普及改良事業により推進します。

＜背景／課題＞
・我が国周辺水域の漁場環境は、トド、大型クラゲ等の有害生物や赤潮の出現等で悪化
しており、国として、有害生物等による漁業被害の防止、漁場造成技術の開発、赤潮
・貧酸素水塊の発生対策等を推進していくことが必要です。

・漁船漁業は化石燃料への依存が大きいことから、省エネ・低コスト化に対応する技術
の実用化が喫緊の課題となっています。

政策目標
○トド等の有害生物による漁業被害の抑制（トドによる漁具被害を平成24年
度被害額（５億３千万円）以下に抑制）
○水産業における10％以上の省エネ・低コストを実現する新技術の実用化
○毎年2,000人の新規漁業就業者の確保

＜主な内容＞

１．有害生物漁業被害防止総合対策事業 ５０４（５０４）百万円
トド等による食害や漁具被害の発生防止・軽減を図るための対策（休業者も含め

た漁業者による追い払い、駆除、陸上処理、漁具の改良等）、オットセイ対策に必
要なデータ収集（出現個体数等）、日中韓による大型クラゲ国際共同調査等を総合的
に行うことを支援します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

２．漁場環境・生物多様性保全総合対策事業 ４５４（６２５）百万円
漁場環境や生物多様性を保全していくために必要な漁場造成技術の開発、赤潮･貧

酸素水塊の発生対策、生物多様性の保全及び持続可能な漁業の実現など各般の対策
を推進します｡

委託費、補助率：定額

委託先、事業実施主体：民間団体等

３．漁船等環境保全・安全推進技術開発事業 １１１（２９）百万円
漁船漁業や養殖業等の省エネルギー・低コスト化に資する新技術の実証、漁船の安全

性向上のための技術開発（船首浮上抑制システム等）を支援します。
水産業の省エネ・低コスト新技術導入加速化事業［新規］

６１（－）百万円
安全性向上漁船等設計・開発事業［新規］ ５０（－）百万円

委託費、補助率：定額、１／２以内

委託先、事業実施主体：民間団体等

[平成27年度予算概算要求の概要]
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４．有明・八代海の漁業・養殖業の効率化のための技術開発事業［新規］
３９（－）百万円

有明海の漁場生産力の向上を図るため、ノリの色落ち・赤潮の原因となる有害プ
ランクトンやアサリ資源に壊滅的な影響を与えているホトトギス貝の発生、分布状
況を解析する手法を開発します。

委託費

委託先：民間団体等

５．水産業改良普及事業交付金 ６９（６９）百万円
水産に関する様々な施策や技術開発の成果等を水産業普及指導員が漁業現場に普

及し、沿岸漁業の生産性の向上や漁家経営の改善等を図ります。
補助率：定額

事業実施主体：道府県

お問い合わせ先：
１、２の事業 水産庁漁場資源課 （０３－３５０２－８４８６）
３、４、５の事業 水産庁研究指導課 （０３－３５０１－３８６４）

[平成27年度予算概算要求の概要]
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水産基盤整備事業（公共）
【８５，８５９（７２，１４９）百万円】

対策のポイント
・消費・輸出の拡大に向けて、漁港の高度衛生管理対策など安全で安定した
水産物の供給体制の確立を推進します。
・自然災害に強く安全で安心な漁業地域に向けて、漁港施設の防災・減災対
策を計画的に推進します。

＜背景／課題＞
・水産業の成長産業化を実現し、消費・輸出拡大を図るため、水産物流通の拠点となる
漁港における高度衛生管理対策、水産資源の安定確保のための漁場整備を推進し、競
争力の強化を図ることが必要です。

・国土強靱化に資するため、漁港施設の地震・津波対策や長寿命化対策など大規模自然
災害に備えた漁港施設の防災・減災対策を推進することが必要です。

政策目標
○流通拠点漁港における高度に衛生管理される水産物の取扱量の増加
（29％（平成21年度）→概ね70％（平成28年度））

○水産環境整備による水産資源の生産力向上
（概ね11万トンの増産（平成28年度））

○流通拠点漁港における陸揚げ用岸壁の耐震化の推進
（20％（平成21年度）→概ね65％（平成28年度））

＜主な内容＞
１．国産水産物の衛生管理や安定供給のための基盤強化対策

２９，４４６（２４，４６１）百万円
国産水産物の輸出促進及び国内市場における競争力強化を図るため、高度衛生管

理型漁港の整備を推進します（１３，８９９百万円）。
また、海域全体の生産力の底上げなど食料安定供給のための漁場整備を推進しま

す（１５，５４７百万円）。

直轄漁港整備事業 ７，３７９（ ５，６０４）百万円
フロンティア漁場整備事業 ２，７００（ ３，０００）百万円
水産流通基盤整備事業 ６，０７０（ ４，３３６）百万円
水産環境整備事業 １２，８４７（１１，０７１）百万円

国費率：10/10（うち漁港管理者２/10等）、１/２等
事業実施主体：国、地方公共団体等

２．災害に強い漁業地域づくりのための漁港施設の防災・減災対策
５５，０７５（４６，４０５）百万円

地震・津波等に対する漁港及び背後集落の安全確保のため、施設の機能診断を行
いつつ、漁港施設の地震・津波対策、長寿命化対策を適切に推進します。

直轄漁港整備事業 １０，６７６（ ８，６０８）百万円
水産流通基盤整備事業 ６，９２９（ ６，１２０）百万円
水産物供給基盤機能保全事業 １４，４６０（１１，００２）百万円
漁港施設機能強化事業 ８，６２７（ ６，００８）百万円
水産生産基盤整備事業 １２，４７９（１１，０７９）百万円

国費率：10/10（うち漁港管理者２/10等）、１/２等
事業実施主体：国、地方公共団体等

［お問い合わせ先：水産庁計画課 （０３－３５０２－８４９１）］

［平成27年度予算概算要求の概要］
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漁港海岸事業（公共）
【８３８（７０４）百万円】

対策のポイント
海岸法に基づき、国土の保全を目的として、津波、高潮、波浪による被害

から海岸を防護するため、海岸保全施設の整備を推進します。

＜背景／課題＞

・我が国は台風の常襲地帯であり、かつ地震多発地帯にあるため、高潮や津波による海

岸災害が頻発しています。また、海岸侵食も全国的に顕在化しています。

・大規模自然災害に対して、ハード対策とソフト対策を組み合わせた防災・減災対策を

強化していく必要があります。

政策目標

○安全で活力ある漁村づくり

○漁業地域の防災機能・減災対策の強化

○海岸堤防の整備率 66％（平成28年度）

＜主な内容＞

海岸保全施設整備事業（高潮対策事業）

８０３（６４１）百万円
国土保全上特に重要な地域への高潮、津波及び波浪による浸水災害を未然に防ぐ

ため、海岸保全施設の新設又は改良を行います。

補助率：１／２等

事業実施主体：地方公共団体

［お問い合わせ先：水産庁防災漁村課（０３－３５０２－５３０４）］

［平成27年度予算概算要求の概要］
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漁港関係等災害復旧事業（公共）
【１，１１３（１，１１３）百万円】

対策のポイント
台風、地震等の災害により被災した漁港や海岸等を早期に復旧するため、

災害復旧事業を実施します。

＜背景／課題＞

・台風、地震等の災害により漁港や海岸等が被災した場合に、水産物供給機能の回復等

を図るため、災害復旧事業による早期の復旧が必要です。

政策目標

地域住民の生活の安定と水産物の安定供給体制の速やかな復旧

＜主な内容＞

１．漁港、海岸等の災害復旧事業 １，１０４（１，１０９）百万円

台風、地震等の災害により被災した漁港や海岸等の災害復旧を実施します。

国費率（基本）：10/10、２/３、6.5/10

事業実施主体：国、都道府県、市町村等

２．漁港、海岸等の災害関連事業 ９（４）百万円

漁港や海岸等の災害復旧事業の実施のみでは、再度災害の防止に十分な効果が期待

できないと認められる場合に、当該被災箇所又はこれを含めた一連の施設について、

構造物の強化等を行う災害関連事業を実施します。

国費率（基本）：５/10

事業実施主体：都道府県、市町村

［お問い合わせ先：水産庁防災漁村課 （０３－３５０２－５６３８）］

［平成27年度予算概算要求の概要］
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21,505    (26,154)    33

　   漁船等復興対策 1,777    (2,249)    
 〔漁業協同組合等が行う漁船・漁具の復旧等〕

　   養殖施設災害復旧事業 216    (540)    
 〔激甚災害法に基づく養殖施設の復旧〕

   　水産業共同利用施設復旧整備事業 5,534    (7,843)    
 〔漁協等の水産業共同利用施設等整備に対する支援〕

   　水産業共同利用施設復旧支援事業 1,504    (2,209)    
 〔水産業共同利用施設の早期復旧に必要な機器等の整備に対する支援〕

   　復興水産加工業販路回復促進事業（前年度：加工原料等の安定確保取組支援事業） 1,090    (95)    
 〔水産加工業者等の販路回復等の取組に必要な加工機器の整備等に対する支援〕

   　被災海域における種苗放流支援事業 1,740    (2,104)    
 〔他海域の種苗生産施設からの種苗導入等による放流種苗の確保等〕

   　漁場復旧対策支援事業 2,532    (3,356)    
 〔漁場のがれき等の撤去〕

　　水産関係資金無利子化事業及び水産関係公庫資金無担保・無保証人事業 3,638    (3,797)    
 〔災害復旧・復興関係資金への利子助成、無担保・無保証人融資の推進〕

   　漁協経営再建緊急支援事業 678    (809)    
 〔漁協等の経営再建のために借り入れる資金の実質無利子化〕

　　漁業者等緊急保証対策事業 1,764    (2,016)    
 〔無担保・無保証人融資を推進するための保証料助成等〕

　　漁業復興担い手確保支援事業 460    (565)    
 〔他の漁船での新たな漁法や技術の習得等に対する支援等〕

   　放射性物質影響調査推進事業 380    (380)    
 〔水産物の放射性物質検査〕

   　海洋生態系の放射性物質挙動調査事業 190    (190)    
 〔水生生物中の放射性物質の挙動とその要因の調査・分析〕

34,498    (21,162)    

116,998    (136,057)    
37

36

事業名
27年度
要求額

【参考：東日本大震災復旧・復興関係】

東日本大震災復興特別会計において、復興庁が下記の事業を要求

　漁港関係等災害復旧事業【公共】

　水産基盤整備事業【公共】

   〔被災した拠点漁港の流通・防災機能の強化と地盤沈下対策等〕

   〔地震や津波の被害を受けた漁港、海岸等の災害復旧〕

　水産業復興支援【非公共】

単位：百万円

頁26年度
当初予算額
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水産業復興支援（非公共）
【２１，５０５（２６，１５４）百万円】

（復旧・復興対策（復興庁計上））

対策のポイント
漁業・養殖業と水産加工・流通業が一体となった復興を支援します。

＜背景／課題＞

・東日本大震災により被災を受けた地域は、全国屈指の豊かな漁場に恵まれ、全国の水

産物供給において大きな役割を果たしていることから、水産資源の回復と漁業・養殖

業の本格復興が極めて重要な課題となっています。

・水産資源の回復と漁業・養殖業と水産加工業が一体となった復興のためには、漁船の

建造、漁業者等の共同利用施設の整備や種苗放流に対する施設整備等の支援が必要で

す。

・水産加工業においては、復興期間中に失われた販路・売上げの確保が課題となってお

り、水産加工品の販路の回復・新規創出等の取組の支援が必要です。

・震災からの復旧・復興に向けた漁業者・水産加工業者・漁協等への資金を円滑に融通

することが必要です。

・漁業就業者の廃業や離職を防止し、被災地の漁労技術の円滑な継承や次世代の担い手

の定着・確保を推進することが重要です。

・東京電力福島第１原発の事故による放射性物質の海洋への流出により、基準値を超え

る放射性物質が今なお一部の水産物で検出されており、水産物の安全確保が重要です。

政策目標
我が国水産業において重要な位置を占める被災地の水産業の早

期復興

＜主な内容＞

１．漁船等復興対策 １，７７７（２，２４９）百万円
漁業協同組合等が被災した漁業者のために行う漁船の建造、中古船の導入、定置網

等漁具の導入に対して支援します。また、被害を受けた漁業者のグループ等が行うＬ

ＥＤ集魚灯等の省エネルギー性能が相当程度優れた漁業用機器設備の導入に対して支

援します。

補助率：定額、１／２、１／３以内

事業実施主体：民間団体等

２．養殖施設災害復旧事業 ２１６（５４０）百万円
激甚災害に対処するための特別な財政援助等に関する法律に基づき都道府県が実施

する災害復旧事業について、復旧事業に要する経費の９／１０の補助を行います。

補助率：９／10以内

事業実施主体：民間団体等

［平成27年度予算概算要求の概要］
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３．水産業共同利用施設復旧整備事業 ５，５３４（７，８４３）百万円
被災した漁業者等の共同利用施設（荷さばき場、加工施設、冷凍冷蔵施設、製氷施

設、養殖施設等）のうち規模の適正化や衛生機能の高度化等を図る施設等の整備、被

災した漁港が必要最低限の機能回復を図るための施設整備を支援します。

補助率：２／３、１／２以内

事業実施主体：道県、民間団体等

４．水産業共同利用施設復旧支援事業 １，５０４（２，２０９）百万円
被災した漁協・水産加工協等が水産業共同利用施設の早期復旧に必要不可欠な機器

等の整備を支援します。

補助率：２／３、１／２以内

事業実施主体：道県、民間団体等

５．復興水産加工業販路回復促進事業 １，０９０（９５）百万円
被災地の水産加工業の新商品開発・販路回復等のため、専門家による水産加工業へ

の個別指導等を行うとともに、指導に基づき水産加工業者が行う販路回復等の取組に

必要な加工機器等の整備を支援します。

補助率：２／３、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

６．被災海域における種苗放流支援事業 １，７４０（２，１０４）百万円
（１）種苗生産施設を復旧・復興し種苗放流を行う体制が整うまで、他海域の種苗生産

施設等からの種苗の導入による放流尾数の確保と、放流種苗の生息環境の整備を支

援します。

（２） 震災によるサケ来遊数減少に伴う種卵確保のため、サケふ化放流事業者等が行う

採卵用サケ親魚を確保する取組等について支援します。

補助率：２／３、１／２以内、定額

事業実施主体：道県、市町村、民間団体等

７．漁場復旧対策支援事業 ２，５３２（３，３５６）百万円
専門業者が行う漁場のがれき撤去、底びき網漁船等による広域的ながれき撤去の取

組や操業中に回収したがれき処理等への支援を行うとともに、被害を受けた漁場の生
産力向上を目的とした漁場機能回復技術の開発等への支援を行います。

補助率：定額、８／10、２／３以内
事業実施主体：道県、民間団体等

８．水産関係資金無利子化事業等 ４，３１６（４，６０６）百万円
（１）水産関係資金無利子化事業及び水産関係公庫資金無担保・無保証人事業

災害復旧・復興に必要な日本政策融公庫資金（水産加工資金を含む。）、漁業近代
化資金等の貸付金利を実質無利子化するとともに、公庫資金の無担保・無保証人融
資の推進のため、（株）日本政策金融公庫に対し出資します。

（２）漁協経営再建緊急支援事業
被災漁協等が経営再建のために借り入れる資金を実質無利子化します。

融資枠：162億円
(うち公庫資金100億円、近代化資金38億円、維持安定資金4億円、漁協再建資金20億円)

補助率：定額
事業実施主体：全国漁業協同組合連合会、（株）日本政策金融公庫

［平成27年度予算概算要求の概要］
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９．漁業者等緊急保証対策事業 １，７６４（２，０１６）百万円
漁業者・漁協等の復旧・復興関係資金等について、無担保・無保証人融資を推進す

るための緊急的な保証について支援します。
保証枠：165億円（漁業近代化資金及び漁協等向け資金を含む民間融資を対象）

補助率：定額
事業実施主体：漁業信用基金協会、（独）農林漁業信用基金

10．漁業復興担い手確保支援事業 ４６０（５６５）百万円
漁労技術の円滑な継承や次世代の担い手を確保するため、漁家子弟等の就業や、若

青年漁業者による他の経営体の漁船等での技術習得研修（※）等を支援します。
※受入漁家の研修指導への助成：9.4～18.8万円／月以内、研修期間：６～24ヶ月
以内、受入予定研修生数：380人程度

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

11．放射性物質影響調査推進事業 ３８０（３８０）百万円
過去の放射性物質の検出状況等を踏まえ、大臣管理漁業等で漁獲される回遊性魚種

等を中心に放射性物質を調査します。

委託費

委託先：民間団体等

12．海洋生態系の放射性物質挙動調査事業 １９０（１９０）百万円
被災地の沿岸・沖合水域等において、環境試料を含む様々な試料の放射性物質濃度

の分析、海流等の把握、更には飼育実験等を行い、これらを総合的に解析することに

よって、水生生物中の放射性物質の挙動とその要因を明らかにします。

補助率：定額

事業実施主体：（独）水産総合研究センター

お問い合わせ先：

１の事業 水産庁漁業調整課 （０３－３５０２－８４６９）

１、10の事業 水産庁企画課 （０３－３５０２－８４１５）
２、６の事業 水産庁栽培養殖課 （０３－６７４４－２３８３）

３の事業 水産庁防災漁村課 （０３－６７４４－２３９１）

４、５の事業 水産庁加工流通課 （０３－６７４４－２３４９）

７、11の事業 水産庁漁場資源課 （０３－３５０２－８４８６）
８、９の事業 水産庁水産経営課 （０３－６７４４－２３４７）

12の事業 水産庁研究指導課 （０３－３５０２－０３５８）

［平成27年度予算概算要求の概要］
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水産基盤整備事業（公共）
【３４，４９８（２１，１６２）百万円】

（復旧・復興対策（復興庁計上））

対策のポイント
被災した拠点漁港等の流通・防災機能の強化や地盤沈下対策を行います。

＜背景／課題＞

・東日本大震災からの被災地の復興の加速を最優先するべく、集中復興期間の最終年と

して、緊急に必要な漁港等のインフラ整備とともに、水産業の復興と雇用機会の創出

のための復興の取組を強化する必要があります。

・このため、災害復旧事業等と一体となって、被災した拠点漁港の流通・防災機能の強

化と漁港の地盤沈下対策、漁場の 生産力回復のための整備を一層推進していきます。

政策目標

被災した漁港における陸揚げ岸壁の機能の回復

（54％（平成25年度末）→概ね100％（平成27年度末））

＜主な内容＞

拠点漁港等復興対策の推進（被災地対策）

３４，４９８（２１，１６２）百万円
拠点漁港における流通・防災機能強化、水産加工場等漁港施設用地の嵩上げ・排

水対策などの漁港の沈下対策を実施するとともに、漁場の生産力回復のための整備

を行います。

直轄漁港整備事業 ５００（ ６０２）百万円

水産流通基盤整備事業 ２０，４１０（１３，７８９）百万円

漁港施設機能強化事業 １０，８８０（ ５，０４９）百万円

水産環境整備事業 １，６３３（ ８０５）百万円

水産生産基盤整備事業 ６１６（ ７３２）百万円

国費率：10/10（うち漁港管理者２/10等）、１/２等

事業実施主体：国、地方公共団体等

[お問い合わせ先：水産庁計画課 （０３－３５０２－８４９１）］

［平成27年度予算概算要求の概要］
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漁港関係等災害復旧事業（公共）
【１１６，９９８（１３６，０５７）百万円】

（復旧・復興対策（復興庁計上））

対策のポイント
東日本大震災により被災した漁港や海岸等を早期に復旧するため、災害復

旧事業を実施します。

＜背景／課題＞

・東日本大震災により被災した漁港や海岸等について、水産物供給機能の回復等を図る

ため、災害復旧事業による早期の復旧が必要です。

政策目標

地域住民の生活の安定と水産物の安定供給体制の速やかな復旧

＜主な内容＞

１．漁港、海岸等の災害復旧事業 １１６，９０８（１３５，９９７）百万円
東日本大震災により被災した漁港や海岸等の災害復旧を実施します。

国費率（基本）：２/３、6.5/10

事業実施主体：都道府県、市町村

２．漁港等の災害関連事業 ９０（６０）百万円
漁港等の災害復旧事業に関連し、漁業集落排水施設等の災害復旧を実施します。

国費率（基本）：５/10

事業実施主体：都道府県、市町村

［お問い合わせ先：水産庁防災漁村課 （０３－３５０２－５６３８）］

[平成27年度予算概算要求の概要]
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